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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第88期 第89期 第90期 第91期 第92期

決算年月 2022年３月 2023年３月 2024年３月 2025年３月 2026年３月

売上高 （百万円） 59,444 69,787 71,665 71,202 73,774

経常利益又は経常損失

（△）
（百万円） 59 △1,309 321 △398 504

親会社株主に帰属する

当期純利益又は親会社

株主に帰属する当期純

損失（△）

（百万円） 389 △1,104 3,219 △29 △2,846

包括利益 （百万円） 120 △1,794 3,733 △578 △4,234

純資産額 （百万円） 41,801 39,520 42,811 41,791 37,115

総資産額 （百万円） 88,853 92,978 96,118 88,714 81,545

１株当たり純資産額 （円） 954.38 918.88 1,007.36 1,001.23 946.89

１株当たり

当期純利益又は１株当た

り当期純損失（△）

（円） 8.80 △24.98 72.86 △0.66 △64.41

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益
（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 47.47 43.68 46.32 49.88 51.32

自己資本利益率 （％） 0.92 － 7.56 － －

株価収益率 （倍） 33.05 － 4.02 － －

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 1,208 263 9,948 △2,305 1,228

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △9,561 △662 △1,775 △2,145 △1,985

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 6,803 915 △1,700 △1,227 △1,504

現金及び現金同等物の

期末残高
（百万円） 5,814 6,328 12,797 7,120 4,857

従業員数
（人）

1,491 1,501 1,432 1,476 1,454

（外、平均臨時雇用者数） (693) (703) (691) (643) (594)

（注）１．第89期、第91期及び第92期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であ

り、潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、第88期及び第90期の潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．第89期、第91期及び第92期の自己資本利益率及び株価収益率については、親会社株主に帰属する当期純損失

を計上しているため記載しておりません。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第88期 第89期 第90期 第91期 第92期

決算年月 2022年３月 2023年３月 2024年３月 2025年３月 2026年３月

売上高 （百万円） 56,345 65,484 65,829 64,659 66,757

経常利益又は経常損失

（△）
（百万円） 657 493 1,368 1,694 1,821

当期純利益又は当期純損

失（△）
（百万円） 832 7 887 △122 △2,941

資本金 （百万円） 3,285 3,285 3,285 3,285 3,285

発行済株式総数 （千株） 46,783 46,783 46,783 46,783 46,783

純資産額 （百万円） 36,758 36,307 37,721 37,173 34,433

総資産額 （百万円） 60,433 61,177 64,289 57,529 55,861

１株当たり純資産額 （円） 831.72 821.53 853.51 841.12 779.12

１株当たり配当額 （円） 12.00 10.00 10.00 10.00 10.00

（内１株当たり中間配当

額）
（円） (6.00) (5.00) (5.00) (5.00) (5.00)

１株当たり

当期純利益又は１株当た

り当期純損失（△）

（円） 18.84 0.16 20.08 △2.76 △66.55

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益
（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 60.82 59.35 58.67 64.62 61.64

自己資本利益率 （％） 2.27 0.02 2.40 － －

株価収益率 （倍） 15.45 1,400.64 14.59 － －

配当性向 （％） 63.71 6,252.86 49.80 － －

従業員数
（人）

945 950 946 950 964

（外、平均臨時雇用者数） (493) (492) (466) (406) (373)

株主総利回り （％） 101.7 82.6 109.1 84.2 94.6

（比較指標：配当込み

TOPIX）
（％） (102.0) (107.9) (152.5) (150.2) (202.2)

最高株価 （円） 367 297 315 293 305

最低株価 （円） 270 214 205 199 195

（注）１．第91期及び第92期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、潜在

株式が存在しないため記載しておりません。また、第88期～第90期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益に

ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．第91期及び第92期の自己資本利益率、株価収益率及び配当性向については、当期純損失を計上しているため

記載しておりません。

３．最高株価及び最低株価は、2022年４月４日より東京証券取引所スタンダード市場におけるものであり、それ

以前については東京証券取引所（市場第一部）におけるものであります。

４．第92期の１株当たり配当額10.00円のうち、期末配当額5.00円については、2026年6月26日開催予定の定時株

主総会の決議事項となっております。
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２【沿革】

1946年７月 大阪市大正区に当社を設立し、合板製造・販売の事業を開始

1952年11月 大阪市浪速区に販売会社永大ベニヤ株式会社（1970年11月永大ハウジング株式会社に商号変更）を設

立

1959年10月 大阪市港湾計画に基づき、本社工場を現在の大阪市住之江区に移転

1962年12月 大阪証券取引所市場第二部に株式を上場

1963年７月 東京証券取引所市場第二部に株式を上場

1964年４月 福井県敦賀市に敦賀事業所を開設し、合板工場の操業を開始

1964年５月 東京証券取引所、大阪証券取引所の市場第二部より市場第一部に指定

1964年８月 大阪府堺市に堺事業所（現大阪事業所）を開設し、プレハブ住宅の本格生産開始

1967年11月 福島県いわき市に小名浜合板株式会社（現連結子会社の永大小名浜株式会社）を設立

1968年３月 山口県熊毛郡平生町に永大木材工業株式会社（現山口・平生事業所）を設立し、12月より操業を開始

1969年８月 敦賀事業所にパーティクルボード工場を完成

1969年12月 住宅機器事業を開始

1973年３月 ブラジル国パラ州に合板製造の三菱商事株式会社との合弁会社EIDAI DO BRASIL MADEIRAS S.A.を設立

1978年２月 会社更生手続開始申立

1978年５月 会社更生手続開始決定

1978年５月 株式上場廃止 店頭登録移行（１年後廃止）

1982年９月 更生計画認可決定。永大木材工業株式会社、永大ハウジング株式会社を吸収合併

1986年２月 敦賀事業所にパーティクルボード二次加工工場を新設

1993年10月 会社更生手続終結決定

1995年２月 永大テクニカ株式会社（1973年８月設立の株式会社日本合板流通機構を商号変更）を施工事業会社と

してスタート

1995年４月 徳島県小松島市にＭＤＦ（中質繊維板）製造の日本製紙株式会社との合弁会社エヌ・アンド・イー株

式会社（現持分法適用関連会社）を設立

1997年６月 EIDAI DO BRASIL MADEIRAS S.A.の三菱商事株式会社保有株式を全て取得し、子会社化

2004年３月 人材派遣会社永大スタッフサービス株式会社を設立

2005年３月 小名浜合板株式会社の株式を追加取得し、子会社化

2005年７月 業務請負会社永大テクノサポート株式会社を設立

2006年３月 小名浜合板株式会社の第三者割当増資を引受け

2007年２月 東京証券取引所市場第二部に株式を上場

2008年９月 EIDAI DO BRASIL MADEIRAS S.A.が自己破産の申立

2008年12月 EIDAI DO BRASIL MADEIRAS S.A.の破産申請の認可

2008年12月 小名浜合板株式会社を簡易株式交換により、完全子会社化

2011年４月 永大テクニカ株式会社の事業を当社に事業譲渡、８月に清算結了

2011年６月 Eidai Vietnam Co.,Ltd.を設立

2011年12月 東京証券取引所市場第一部銘柄指定

2012年５月 Eidai Vietnam Co.,Ltd.が操業を開始

2012年10月 小名浜合板株式会社の商号を永大小名浜株式会社に変更

2013年７月 環境事業を開始

2014年３月 太陽光発電事業を開始

2017年９月 PT. Eidai Industries Indonesiaを設立

2018年３月 環境事業から撤退

2018年11月 PT. Eidai Industries Indonesiaが操業を開始

2019年５月 日本ノボパン工業株式会社との合弁会社ＥＮボード株式会社を設立

2020年４月 関東住設産業株式会社を設立

2020年７月 関東住設産業株式会社が操業を開始

2022年４月 永大テクノサポート株式会社の事業を永大スタッフサービス株式会社へ事業譲渡、９月に清算結了

2022年４月 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からスタンダード市場に移

行

2022年11月 PT. Eidai Industries Indonesiaの清算手続きを開始

2022年11月 ＥＮボード株式会社が商用生産を開始
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３【事業の内容】

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（永大産業株式会社）、連結子会社４社、非連結子会社２社及

び関連会社１社により構成されており、住宅資材及び木質ボードの製造販売を主たる事業としております。

当社グループの製品は、一般住宅及び非住宅の内装部材として多岐にわたって使用されていることから、市場動向

を常に把握し、お客様のニーズに合った製品の提供に努めております。また、省施工でかつ、安全と使い勝手に配慮

した製品の品揃えを充実させ、豊かな住環境の創造に貢献する製品開発に注力しております。

当社グループでは一般住宅及び非住宅で使用される内装部材の素材から製品に至るまで幅広い事業を展開するとと

もに、地球環境に配慮した製品開発を推進しております。素材であるパーティクルボードの製造では、不用となった

木質製品のマテリアルリサイクルを行い、製造したパーティクルボードを住宅資材事業の製品の基材に使用するな

ど、木を活かした製品づくりを通じて環境問題に取り組んでおります。今後もこれらの事業活動を推進することによ

り、社会課題の解決に貢献してまいります。

当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは、次のとおりであります。

なお、次の３事業は「第５　経理の状況　１．連結財務諸表等　(1）連結財務諸表　注記事項　セグメント情報

等」に掲げるセグメントの区分と同一であります。

事業名 主な製品 製造・販売会社

住宅資材事業

建材分野

 

フローリング、階段セット、壁材

 

当社山口・平生事業所

当社敦賀事業所

Eidai Vietnam Co.,Ltd.

内装システム分野

室内ドア、造作材（注）１

クロゼット、シューズボックス

その他内装部材

当社大阪事業所

永大小名浜株式会社

関東住設産業株式会社

住設分野
システムキッチン、洗面化粧台、

システムバス

当社大阪事業所

関東住設産業株式会社

木質ボード事業
パーティクルボー

ド分野

素材パーティクルボード（注）２

化粧パーティクルボード（注）３

当社敦賀事業所

永大小名浜株式会社

ＥＮボード株式会社

その他事業
不動産有効活用事業（所有不動産の有効活用）

太陽光発電事業

 

当社

 

（注）１．内装部材のうち、窓枠、幅木（壁面と床面の間材）、廻り縁（壁面と天井の間材）など。

２．木材をチップ化し、接着剤を塗布して熱圧成形したもの。表層に細かいチップ、内層に粗いチップを使

用し、内層から表層に向けて徐々に細かいチップで構成されている。

３．素材パーティクルボードの表面に、ウレタン樹脂等であらかじめコートした化粧紙（シート）を貼り加

工したもの。

 

(1）住宅資材事業

① 建材分野

合板や木質繊維板、パーティクルボードを基材として天然木やオレフィンシートの表面化粧材を貼った複合フ

ローリングや、集合住宅向けの直貼り遮音フローリングを主力製品としております。フローリング用基材は、適

切に管理された持続可能な森林資源を活用するとともに、国産材を積極的に活用しております。階段製品では熟

練大工の減少や環境配慮への対応として、施工時間の短縮、仕上がりの均一化及び現場の廃材削減を実現する正

寸プレカットを充実させ、施工現場や環境面に配慮した製品づくりに注力しております。

② 内装システム分野

室内ドアやクロゼット、シューズボックス等を取り扱っており、常に次のトレンドを意識し、最新のデザイン

を製品に取り入れています。また、デザイン性だけでなく施工性や操作性にも配慮した製品を充実させるととも

に、受注後短納期で納入する仕組を構築するなど、顧客ニーズの多様化に対応しております。また、主要材料に

木材資源を無駄なく有効的に循環させることが可能なパーティクルボードを使用するなど、環境保全にも寄与し

ております。

③ 住設分野

システムキッチンについては、シンク及び天板生産のためのステンレス加工技術、キャビネット生産のための

木質材料加工技術により、高品質な製品を生産しております。また、キャビネットの主要材料に、木材資源を無

駄なく有効的に循環させることが可能なパーティクルボードを使用するなど、環境保全にも寄与しております。
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(2）木質ボード事業

パーティクルボード分野

パーティクルボードは、木材の弱点である反りや狂いを解消できる寸法安定性に優れた木質素材です。また、

これまで廃棄されていた廃材や間伐材に加え、不用となった木質製品を焼却せずにパーティクルボードの原料と

して再利用し、資源を無駄なく有効的に循環させるマテリアルリサイクルを行うことにより、環境保全にも寄与

しております。

 

 ［主要な営業拠点及び生産拠点（2026年６月25日現在）］

① 主要な営業拠点

名     称 所 在 地

東 北 営 業 部 仙 台 営 業 所 仙 台 市 若 林 区

首都圏営業部 東京西営業所 東 京 都 立 川 市

関 東 営 業 部 埼 玉 営 業 所 さ い た ま 市 北 区

中 部 営 業 部 名古屋営業所 名 古 屋 市 中 川 区

大 阪 営 業 部 大 阪 営 業 所 大 阪 市 住 之 江 区

中四国営業部 広 島 営 業 所 広 島 市 西 区

九 州 営 業 部 福 岡 営 業 所 福 岡 市 博 多 区

東京特販営業部  東 京 都 新 宿 区

大阪特販営業部  大 阪 市 北 区

② 主要な生産拠点

名     称 所 在 地

山 口 ・ 平 生 事 業 所 山 口 県 熊 毛 郡 平 生 町

敦 賀 事 業 所 福 井 県 敦 賀 市

大 阪 事 業 所 堺 市 西 区

永 大 小 名 浜 株 式 会 社 福 島 県 い わ き 市

Ｅ Ｎ ボ ー ド 株 式 会 社 静 岡 県 駿 東 郡 小 山 町

関 東 住 設 産 業 株 式 会 社 群 馬 県 前 橋 市

Eidai Vietnam Co.,Ltd. ベ ト ナ ム 国 ニ ン ビ ン 省
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 ［事業系統図］

事業系統図は、次のとおりであります。

 

 

（注）１．PT. Eidai Industries Indonesiaは2022年11月に清算手続きを開始しております。
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４【関係会社の状況】

名称 住所
資本金
（百万円）

主要な事業の内容
議決権の所有
割合（％）

関係内容

（連結子会社）

永大小名浜株式会社

（注）２

福島県いわき市 337
住宅資材事業

木質ボード事業
100.0

当社製品の一部を製

造している。

役員の兼任あり。

Eidai Vietnam Co.,Ltd.

（注）２

ベトナム国

ニンビン省

11,000

(千US$)
住宅資材事業 100.0

当社製品の一部を製

造している。

役員の兼任あり。

ＥＮボード株式会社

（注）３

静岡県駿東郡

小山町
100 木質ボード事業 65.0

当社へ同社製品を販

売している。

当社が債務保証を

行っている。

資金の貸付あり。

役員の兼任あり。

関東住設産業株式会社 群馬県前橋市 20 住宅資材事業 100.0

当社製品の一部を製

造している。

資金の貸付あり。

役員の兼任あり。

（持分法適用関連会社）

エヌ・アンド・イー株式

会社

徳島県小松島市 450 木質ボード事業 30.0

当社製品の原材料の

一部を製造してい

る。

役員の兼任あり。

（注）１．主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。

２．特定子会社に該当しております。

３．債務超過会社で債務超過の額は、2026年３月末時点で13,522百万円となっております。
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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

当社グループの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(1）会社の経営の基本方針

当社グループは経営の基本理念に「木を活かし、よりよい暮らしを」を掲げ、地球、社会、人との共生を通じ

て、豊かで持続可能な社会の実現に貢献する企業であり続けることを目指しております。さらに、「持続可能な木

材資源を用いる」「木材資源を無駄なく利用する」「木材資源の循環を促し、再利用する」という事業活動を展開

するとともに、地球環境に配慮した製品を開発することにより、資源の枯渇や様々な環境課題の解決に貢献してま

いります。

また、すべての世代の安全と使い勝手に配慮した製品を提供することにより、豊かな住環境を創造するととも

に、国際社会の一員として国や地域の多様性を尊重し、雇用の確保や製品の提供等を通じて地域社会の発展に貢献

することで、ステークホルダーの皆様に報いてまいりたいと考えております。

 

(2）目標とする経営指標

当社グループは事業の継続性とともに、株主に対する安定配当を持続するためにも収益の確保が最も重要と考

え、売上高の増大と製造原価の低減を図りながら売上高経常利益率を高めることにより、収益基盤を強化してまい

ります。なお、経営指標としては、将来的に売上高経常利益率３％以上を目標とし、業容拡大に取り組んでおりま

す。

 

(3）経営環境

今後のわが国経済は、雇用・所得環境の改善や堅調なインバウンド需要を背景に、緩やかな回復基調を維持する

ものの、引き続き、中東情勢をはじめとする地政学リスクの高まりや急激な為替変動、物価上昇、深刻な人手不足

といった景気を下押しするリスクに留意が必要な状況が続くと考えております。

住宅業界におきましては、建築基準法の改正による４号特例の縮小や、省エネ基準への適合の義務化等による影

響が徐々に緩和されるものの、住宅価格や住宅ローン金利の上昇等による住宅取得マインドの低下が続いているた

め、新設住宅着工戸数は低水準で推移すると見ております。さらに、人口減少や単身世帯の増加といった構造的な

問題は残されており、特に少子化は当初の想定より速いペースで進行しております。こういった状況を踏まえる

と、住宅需要、特に新築需要の大幅な回復は困難な状況にありますが、一方では、賃貸やリノベーション市場は今

後も底堅く推移すると見ております。さらに、住宅内装部材においては住宅購入者の年齢層や世帯構成、ライフス

タイル等によりニーズの多様化が進んでおり、それらの需要を取り込むための製品開発や情報発信は、当社グルー

プが事業を拡大するうえで引き続き重要なポイントになると考えております。

このような状況の中、住宅内装部材メーカー各社は、最新のトレンドを反映した色柄やデザイン、機能を取り入

れた新製品開発を強化し、新製品の市場投入サイクルを短縮するとともに、生産拠点においては生産能力の強化を

図ってきました。こういった企業間の熾烈な競争によって住宅内装部材の需給バランスは供給過多の状況が続いて

いることから、原材料や資源・エネルギー価格が高止まりする昨今の状況においても、想定した期間内に販売価格

の改定を浸透させることが難しくなっております。さらに、中東情勢の緊迫化により、原油由来のナフサを原材料

とする各種資材の調達不安や価格上昇、工期の遅延等が懸念されるなど、依然として厳しい事業環境が続くと見て

おります。

 

(4）経営計画、経営戦略及び優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当社グループは、2026年３月期は主力の住宅資材事業が好調に推移したことにより、営業黒字を計上しました

が、木質ボード事業の収益改善が遅れたため利益水準としては低く、安定した経営基盤の構築と収益力の強化が大

きな経営課題と認識しております。

このような状況を踏まえ、当社グループは、事業活動の根幹を成す従業員の安全を大前提として、厳しい事業環

境においても目標とする利益を計上できるよう、2027年３月期を最終年度とする中期経営計画「EIDAI Advance

Plan 2026」を策定し、各施策に取り組んでおります。この中期経営計画を着実に遂行することにより、安定した

経営基盤の構築と収益力の強化を図ってまいります。

「(3）経営環境」に記載のとおり、当社グループを取り巻く環境は厳しさを増しておりますが、当社グループで

は、お客様にご満足いただける製品品質の維持向上と併せて、資材の安定調達と製品の安定生産、安定供給に引き

続き取り組んでまいります。これらの取組を前提として、主力の住宅資材事業では、既存販売先におけるシェア

アップや新規販売先の開拓により利益の源泉となる売上高を拡大させるとともに、販売価格の適正化や販売構成の

改善、製造原価の低減等により更なる収益性の改善を図ってまいります。さらに、リノベーション需要の獲得や非

住宅分野での販売を強化することにより、新築依存からの脱却、事業構造の転換を進め、事業領域の拡大と収益力

の強化を図ります。
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また、木質ボード事業におきましては、最優先課題であるＥＮボード株式会社の収益改善に向け、引き続きライ

ン停止時間の削減や不良ロスの低減等を通じて安定した生産体制の構築に取り組んでまいります。さらに、販売面

におきましては、新規販売先の開拓を進めるとともに、構造用や化粧用、フローリング基材用のパーティクルボー

ドを積極的に提案してまいります。これらの売上拡大に向けた取組を着実に推進しつつ、在庫計画についても最適

化を図るなど、木質ボード事業の収益性の改善と安定化に注力してまいります。

 

＜基本方針＞

　当社グループは、「木を活かし、よりよい暮らしを」という基本理念のもと、地球・社会・人との共生を通じ

て豊かで持続可能な社会の実現に貢献する企業であり続けることを目指しております。さらに、健全で透明性の

高い経営とステークホルダーから信頼される事業活動を通じて、サステナビリティを巡る課題に積極的に取り組

み、持続可能な社会の実現に貢献するとともに、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に努めてまいりま

す。

 

＜数値目標＞

　①当社グループの目標

 単位
2023年3月期

（実績）

2024年3月期

（実績）

2025年3月期

（実績）

2026年3月期

（実績）

2027年3月期

（計画）

売上高 (百万円) 69,787 71,665 71,202 73,774 76,500

営業利益 (百万円) △1,143 368 △293 719 1,600

経常利益 (百万円) △1,309 321 △398 504 1,400

親会社株主に帰属

する当期純利益
(百万円) △1,104 3,219 △29 △2,846 2,000

EBITDA（注） (百万円) 1,473 3,830 3,380 4,382 4,976

売上高経常利益率 （％） - 0.4 - 0.7 1.8

ROE （％） - 7.6 - - 4.7

PBR （倍） 0.24 0.29 0.21 0.24 0.25

（注）EBITDA＝税金等調整前当期純利益に特別損益、支払利息および減価償却費を加算した値です。

 

　②資本政策・収益計画の基本方針

　　１）資本政策の基本方針

資本政策の基本方針は、株主価値の持続的成長を目指し、事業拡大の機会を迅速、確実に捉えるために

必要となる十分な株主資本の水準を保持するとともに、安定した配当を確保しつつ、自己株式の取得を

必要に応じて検討することとしております。

 

　　２）収益計画に関する目標

2018年９月の台風被災以降は業績の低迷により、株価、ROEともに低い水準で推移しており、PBRは１倍

を下回る状況が続いております。当社グループは、中期経営計画の達成による収益力強化を図り、

ROE、PBRの向上に努めてまいります。

なお、収益力に関する目標につきましては、将来的に売上高経常利益率３％以上を目指してまいりま

す。

 

＜重点施策＞

（５つの重点施策（５つの柱））

① 安全についての取り組み

　2023年に発生した２件の重大事故を教訓とし、二度とこのような事故を起こさぬよう、グループ一丸となっ

て、従業員の安全意識の高揚を図るとともに、全ての従業員が安全に業務を行えるよう職場環境整備を推進し

てまいります。
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② お取引先様及びエンドユーザー様にご満足いただける製品品質とサービスの提供

　設計、製造から販売に至るまで、「お取引先様及びエンドユーザー様にご満足いただくこと」を最優先と

し、お客様の声に耳を傾け、信頼される製品品質とサービスを提供してまいります。

 

③ 住宅資材事業でのシェアアップと新設住宅着工戸数に依存しない事業構造への転換

　当社の主力である住宅分野においては、多様なニーズを取り入れた製品開発とライフスタイルの変化に合わ

せた製品の拡充に取り組み、効果的な販売促進策を通じて、これまで以上のシェアアップと売上の拡大を図っ

てまいります。また、リフォームに適した省施工、短納期製品の充実を図ってまいります。さらに、海外子会

社（Eidai Vietnam Co.,Ltd.）の安定した資材調達、生産、日本国内への供給を継続するとともに、ベトナム

国内外での販売を拡大してまいります。これらの取り組みを実行することにより、事業構造の転換を加速し、

事業領域の拡大と収益力の強化を図ってまいります。

 

④ 木質ボード事業の強化、拡大及び住宅資材事業との相乗効果の発揮

　ＥＮボード株式会社の事業計画を必達させるとともに、月間15,000トンの安定的な生産体制を確立してまい

ります。また、パーティクルボードの新たな用途を開発し、住宅資材事業の製品へ積極的に採用するなど、材

料から製品までを一貫して生産できる体制を構築することにより、調達コストと製品供給の安定化に取り組

み、木質ボード事業の拡大と収益向上を図ってまいります。

 

⑤ サステナブル経営の推進

　「木を活かし、よりよい暮らしを」という基本理念のもと、健全で透明性の高い経営とステークホルダーか

ら信頼される事業活動を通じて、サステナビリティを巡る課題に積極的に取り組み、持続可能な社会の実現に

貢献するとともに、中長期的な企業価値の向上に努めてまいります。

 

　なお、中期経営計画の詳細につきましては、当社ウェブサイトに掲載しております。

　（参考ＵＲＬ　https://www.eidai.com/about/management.html）

 

注）経営計画等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提

に基づいており、その達成を約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因によ

り大きく異なる可能性があります。

 

２【サステナビリティに関する考え方及び取組】

当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(1）基本的な考え方

まず、当社グループの事業の特性として、木質ボード事業の製造拠点においては、国内で発生する建築解体材を

主原料としてパーティクルボードに再生していることから、事業活動そのものがサーキュラーエコノミーに直結し

ていると考えております。さらに、当社グループが生産する素材パーティクルボードは、住宅や建築物の構造材と

して耐力壁や床・屋根下地材に、また、表裏に化粧材をラミネートした化粧パーティクルボードは、室内ドアや

シューズボックスといった住宅の内装部材に広く使用されております。このため、建築解体材には当社グループが

製造・販売した製品が含まれており、これらを主原料としてパーティクルボードに再生する木質ボード事業は、

「木材資源を無駄なく利用する」「木材資源の循環を促し、再利用する」という環境に配慮したビジネスモデルと

なっております。一方、脱炭素化に資する木材資源の活用が叫ばれる中、2050年のカーボンニュートラルの実現に

貢献するために法改正が行われた結果、木材利用促進の対象が公共建築物等から民間建築物を含めた建築物一般に

拡大されました。その中で、森林資源の循環利用を進めることが示されており、建築解体材から再生されるパー

ティクルボードの利用拡大は、こういった国の政策の方向性とも一致しております。

以上のような事業の特性を踏まえ、当社は「木を活かし、よりよい暮らしを」という基本理念に則り、地球・社

会・人との共生を通じて豊かで持続可能な社会の実現に貢献する企業であり続けることを目指しており、以下のと

おり、サステナビリティ基本方針を制定しております。

 

＜サステナビリティ基本方針＞

永大産業は、「木を活かし、よりよい暮らしを」という基本理念のもと、健全で透明性の高い経営とステークホ

ルダーから信頼される事業活動を通じて、サステナビリティを巡る課題に積極的に取り組み、持続可能な社会の実

現に貢献するとともに、中長期的な企業価値の向上に努めてまいります。
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　１）社会・環境問題の解決につながる製品・サービスを通じて新たな価値を創造し、持続可能な社会の実現に貢献

します。

　２）事業特性を活かした木材資源の循環的な利用や持続可能な木材調達を推進し、廃棄物の削減や再利用の推進、

温室効果ガスの排出抑制など、環境負荷の低減に取り組みます。

　３）ステークホルダーとの対話を尊重し、対話を通じて得られた課題を事業活動に取り入れ、持続可能な社会の実

現と企業価値の向上に努めます。

　４）地域社会とのコミュニケーションを積極的に図り、良き企業市民として社会貢献活動を通じて、地域社会の活

性化や豊かな生活環境づくりに貢献します。

　５）性別や国籍など個人の属性に関係なく人財の多様性を尊重し、すべての役職員が安全・健康で働きやすい企業

風土の醸成に取り組みます。

　６）法令や社会規範を遵守し、取引関係においては健全な商慣習に従い、適切な条件のもとで取引を行い、あらゆ

る形態の腐敗の防止に努めます。

 

(2）ガバナンス

当社グループは、気候変動を含む様々なサステナビリティ課題への対応を経営の重要課題と捉え、代表取締役社

長が委員長を務めるサステナビリティ推進委員会を年４回開催しております。同委員会においては、カーボン

ニュートラルや事業継続計画（ＢＣＰ）、安全推進活動、人的資本・人財育成、情報セキュリティ等を中心に議論

し、ＥＳＧの視点から課題やリスクを整理します。さらに、社内外の情報を収集したうえで当社の課題を具現化

し、それぞれの実行部門の活動を活性化するとともに、取締役会がこれらの活動の監視、監督、決議を行うガバナ

ンス体制としております。

 

(3）リスク管理

サステナビリティに関するリスク及び機会については、今後、外部環境の変化や各部門からの情報を踏まえ、サ

ステナビリティ推進委員会を中心として識別・評価を行い、重要性に応じた管理体制の整備を進めてまいります。

さらに、特に重要と判断した事項については、同委員会において審議し、必要に応じて取締役会へ報告する体制と

しております。なお、リスクの詳細については、「第２　事業の状況　３　事業等のリスク」に記載しておりま

す。

また、当社グループは、リスクが顕在化した場合には企業経営に重大な影響を及ぼす可能性があると認識してお

り、リスク管理を重要な経営課題の一つと位置付けております。このため、「経営危機管理規程」に基づき、リス

クの未然防止と、発生時における被害の最小化に努めております。

 

(4）戦略

当社グループは、2050年までにカーボンニュートラルを目指すという政府の目標を踏まえ、科学的根拠に基づい

た目標設定を行ったうえで、グループ全体で温室効果ガスの排出量の削減に向けた取組を推進するため、2024年11

月に国際的なイニシアチブであるSBT（Science Based Targets）認定を取得しました。

 

(5）指標及び目標

前述のSBTイニシアチブ認定を受けた温室効果ガス排出量削減目標を設定しています。

　・SCOPE１，２（※１）：2032年度までに2022年度比で50.4％削減

　・SCOPE３（対象カテゴリ１，４，11）（※２）：2032年度までに2022年度比で30.0％削減

 

　　※１　SCOPE１：自社における燃料使用に伴う直接排出

　　　　　SCOPE２：他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出

　　※２　SCOPE３：SCOPE１，２を除くバリューチェーン全体からの間接排出（当社のSBT目標では、カテゴリ

　　　　　　　　　 １「購入した製品・サービス」、カテゴリ４「輸送、配送（上流）」、カテゴリ11「製品

　　　　　　　　　 の使用」が対象）

 

(6）人的資本への投資に関する取組

当社グループは、中期経営計画に掲げる持続的な成長の実現に向け、事業環境の変化に対応できる組織基盤の強

化が重要であると認識しており、その中核を担う人的資本への投資を経営上の重要課題の一つとして位置付けてお

ります。また、今後の市場変化に対応し、持続的な成長に挑戦できる組織を実現するためには、経営・マネジメン

ト人材の多様化を図る必要があると考えております。当社グループはこういった観点から、下記のとおり人材育成

方針及び社内環境整備方針を策定しており、教育制度の充実やキャリア形成の支援等を通じて、企業価値の向上に

貢献する人材の確保、育成に取り組んでまいります。
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また、エンゲージメントサーベイを通じて従業員の声や組織課題を把握し、その結果を人事戦略へ反映する取り

組みを進めており、従業員のみならず当社グループへの入社を検討している方々にもより魅力を感じて頂ける職場

となることを目指してまいります。

なお、人的資本への投資に関連する指標につきましては、「第４　提出会社の状況　５　従業員の状況等　(2）

従業員の状況」に記載しております。

 

　＜人材育成方針＞

従業員がお互いに共感できる価値観や課題をもち、連帯感の強い組織づくりを目指します。社内の各分野にお

いては、プロ意識と専門性を持った人材育成を図り、役割・責任・実力・成果等に見合った評価制度と報酬制度

の運用を図ります。また、従業員各人のキャリア自律を尊重し、自己成長を支援する施策に継続的に取り組みま

す。これらの取組みにより、働く場としての魅力を高め、優秀な人材の確保と定着に努めます。

 

　＜社内環境整備方針＞

　　　　１）ダイバーシティ

今後の市場変化に対応し、持続的な成長に挑戦できる組織を実現するためには、経営・マネジメント人材の

多様化を図ります。人材に対して多様性・公平性・包括性を取り入れ、公平な機会のもと互いに尊重し合

い、力を発揮する環境を目指します。

　　　　２）健康・安全

従業員の心身の健康・安全への配慮に努め、定期的にリスクを抽出する仕組みによる問題発生の予防と問題

発生時に迅速に対応・改善できる組織体制づくりを推進します。

　　　　３）労働慣行

従業員を最重要のステークホルダーと位置付けて、労使間の円滑なコミュニケーションにより、協調的な労

使関係の維持に努めます。

　　　　４）コンプライアンス／倫理

企業行動憲章を制定し、コンプライアンスに対する考え方や基本姿勢を社内外に宣言しています。また、グ

ループ全体でコンプライアンスを推進するため、マニュアルを定めて、役員や従業員の果たすべき役割を明

示しているほか、推進体制や従業員等からの相談または通報に対して適正な処理の仕組みを定めています。

 

３【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成

績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおり

であります。また、当社グループとして必ずしも事業上のリスクと考えていない事項についても、当社グループの事

業活動を理解いただくうえで重要と考えられる事項については、積極的な情報開示の観点から記載しております。な

お、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

 

(1） 新設住宅着工戸数について

当社グループは住宅用の木質建材と内装部材及び設備機器の製造販売を主たる事業としているため、当社グ

ループの売上は新設住宅着工戸数の増減に強い影響を受けます。新設住宅着工戸数は景気動向、金利動向、税制

変更等に左右されやすく、当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループでは、文教施設や宿泊施設、医療施設等の非住宅分野や安定した需要が見込まれているリフォー

ム、リノベーション分野に対する販売を強化し、新設住宅着工戸数に依存しない事業構造への転換に取り組んで

おります。

 

(2） 原材料価格と為替相場の変動について

当社グループはフローリング用基材となる合板の一部や接着剤の原材料等を海外から調達しております。これ

らは国際市場価格及び為替相場の変動に大きく影響され、かつ、仕入先の切り替えが困難なものや、特定少数の

仕入先から入手せざるを得ないものもあります。また、原油価格の高騰は接着剤などの価格を押し上げる要因と

なります。これらの動向によっては、生産に必要な原材料が十分に調達できなくなる可能性や、調達に多額の資

金が必要になるなど、当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループでは、主力製品であるフローリングの基材については、国産材化を積極的に進めるとともに、

パーティクルボードの活用に向けた研究開発を進めており、国際市場価格の高騰や為替相場の変動が業績に及ぼ

す影響を抑制するよう努めております。
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(3） 価格競争激化による販売価格低下の影響について

新設住宅着工戸数は、住宅価格の上昇に加え、人口減少や世帯構成の変化といった構造的な要因等により、さ

らに減少していくことが見込まれます。縮小するマーケットにおいては、販売先であるハウスメーカー等の価格

競争は熾烈を極め、住宅資材メーカーにおける受注競争も激化することが考えられます。こういった状況は当社

の販売価格の下落圧力となり、当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループでは、長年培ってきた木質材料の加工技術を活かした競争優位性のある新製品を市場に投入する

ことにより、販売価格の下落リスクを抑制するよう努めております。また、原材料価格の上昇等が製造原価を大

きく押し上げる際は、適正な販売価格への改定により、業績に及ぼす影響を抑制するよう努めております。

 

(4） 製品の品質問題について

当社グループの製品において、製品事故の発生や製品の品質上の問題、とりわけ、製造物責任の対象となる製

品の欠陥に起因する損害に対しては、当社グループのブランド価値の低下を招くとともに、損害賠償請求の発生

など、当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループでは、中期経営計画の基本方針の一つに「お取引先様及びエンドユーザー様に満足いただける製

品品質とサービスの提供」を掲げており、検査の自動化や二次元コードの活用による誤配送の防止に取り組むな

ど、生産から販売に至る各プロセスにおいて品質管理体制の徹底強化を図っております。

 

(5） 自然災害等について

大地震等の大規模な自然災害が発生した場合は、生産活動の停止や配送の遅延、また、損害を被った事業所や

保有設備の復旧等に多額の費用が発生し、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

とりわけ、近年は大型台風の襲来や大規模な地震の発生が相次ぐなど、自然災害のリスクが高まっておりま

す。当社グループにおきましても、2018年の台風被災により当社大阪事業所（堺市西区）が極めて甚大な被害を

受け、全面的な復旧に長期間を要したため、業績が大きく悪化しました。当社グループでは、このような状況を

二度と発生させないため、台風被災の影響を詳細に分析し、事業継続計画の刷新、生産拠点の複数化、物流・情

報システムの改革を推し進めることにより、事業継続態勢の強化を図っております。

 

(6） 法的規制等について

当社グループの事業に関係する法規制には、建築基準法や住宅品質確保促進法、個人情報保護法など様々な規

制があり、関係する法規制の改廃や新たな法規制の制定が行われた場合、さらには、物流・運送業における2024

年問題のように、当社グループのサプライチェーンを構成する企業が法規制強化の対象となった場合、当社グ

ループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループでは、関係する法規制の動向を注視し、改廃時には社内で情報共有を行うなど、事業運営の中で

これらの法規制の遵守に努めております。

 

(7） 情報セキュリティについて

当社グループが事業活動を継続していくなかで、コンピュータウイルスの侵入やサイバー攻撃等により、シス

テム停止や顧客情報・機密情報の漏洩等が発生した場合に、事業活動の混乱をはじめ、システム復旧に伴う費用

の発生や損害賠償、当社グループの信頼低下を招くなど、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能

性があります。

当社グループでは、情報セキュリティ規程をはじめとする社内規程を整備し、従業員等への教育を徹底してお

ります。さらに、情報セキュリティ規程を補完するパソコンや電子メール、インターネット等の利用基準を制定

するなど、情報管理の強化を図っております。加えて、2026年４月には、ITリスク全般を統括的に管理すること

を目的としてITリスク委員会を設置いたしました。当社グループは、ITリスク委員会を中心としたこれらの取組

により、情報セキュリティリスクの低減及び管理体制の高度化に努めてまいります。

 

(8） 重篤な感染症の流行について

重篤な感染症流行時における対策は講じていた場合であっても、感染症による被害は完全に回避できるもので

はなく、想定規模を超える被害発生時には当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループでは、重篤な感染症の流行に際しては、感染拡大を防止するために社内ガイドラインを制定し、

全従業員に周知しております。感染症の拡大状況によっては、政府及び地方自治体からの様々な要請が想定され

ますが、必要に応じて国内外の出張禁止、不要不急の外出の自粛、在宅勤務や時差出勤の拡大、Web会議の活用な

どの取組を実施し、感染リスクの低減に努めることとしております。
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(9） 気候変動に関する規制について

地球温暖化対策をはじめとする気候変動を抑制するための法令等が強化されることにより、当社グループの事

業活動において燃料や諸資材の置換、さらには設備の更新等の対応費用が増加した場合には、当社グループの業

績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループでは、住宅内装部材の素材から製品に至るまで幅広い事業を展開するとともに、環境に配慮した

製品開発を推進しております。素材であるパーティクルボードの製造においては、不用となった木質製品のマテ

リアルリサイクルを行っており、フローリングをはじめとする製品の基材にはサステナブルな森林資源を使用す

るなど、木を活かした製品づくりを通じて環境問題に取り組み、社会課題の解決に貢献する事業を展開しており

ます。さらに、当社グループでは、事業活動における二酸化炭素排出量の削減を目的として、再生可能エネル

ギー由来の電力を購入・活用するなど、エネルギー利用においても環境負荷低減への取組を進めております。

 

(10）固定資産の減損損失について

固定資産について減損会計を適用しており、固定資産の減損に係る会計基準により、定期的に減損損失の認

識、測定を行っておりますが、将来の環境変化により将来キャッシュ・フロー総額が減少した場合には、減損損

失を計上することとなり、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループでは、設備投資をはじめとする固定資産の取得に際しては、費用対効果を厳格に精査したうえ

で、投資判断を行っております。

 

(11）継続企業の前提に関する重要事象等について

当社の連結子会社であるＥＮボード株式会社に係る固定資産の減損損失の計上に伴い、一部の金融機関と締結

している借入契約等に規定する財務制限条項（同社の各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における

純資産の部の金額と当社及び日本ノボパン工業株式会社からの借入金の合計金額を０円以上に維持すること）に

抵触しております。

当社グループとしては、建築廃材を主原料とするパーティクルボードの普及を通じたサーキュラーエコノミー

の推進を目的に、木質ボード事業を中長期的な成長領域の一つと位置付けており、同事業の中核工場であるＥＮ

ボード株式会社においては、引き続き国内のパーティクルボード需要に対する安定供給の役割を担うとともに、

生産性向上やコストの最適化に取り組み、収益改善を図ってまいります。

また、当社は、従前から取引金融機関との継続的な取引関係を構築しており、期限の利益喪失に係る権利行使

を行わない旨の同意を得ております。従って、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判

断しております。

 

(12）ウッドショックについて

木材の需要と供給のバランスが崩れることによって国内の木材価格が高騰するウッドショックは、直近では世

界的に木材需要が異常に高まり、流通量が減少した2022年３月期に顕在化し、木材を主要な原材料とする企業の

業績に大きな影響を及ぼしました。ウッドショックは、国内の木材価格の高騰や新設住宅着工戸数の減少に直結

するため、影響が長期化した場合は、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループでは、急激な原材料価格の高騰に対しては、生産性の改善など様々な手法によるコスト低減に加

え、原材料価格の高騰に見合った販売価格の改定をお客様にお願いすることにより業績に及ぼす影響を抑制する

よう努めております。さらに、ＥＮボード株式会社の高品質なパーティクルボードを、グループ外から調達して

いる合板などの木質材料の代替として住宅資材事業の製品へ積極的に採用するなど、材料から製品までを一貫し

て生産できる体制を構築し、調達コストと製品供給の安定化を図ってまいります。

 

(13）地政学リスクの高まりについて

近年は、中東情勢をはじめとする各国間の緊張の高まりにより、原材料価格や物流への影響が発生するなど、

地政学リスクの高まりに端を発した事業活動への影響が顕在化しております。地政学リスクの高まりは、サプラ

イチェーンの停滞・供給遅延等に繋がるため、影響が長期化した場合は、当社グループの業績及び財政状態に影

響を及ぼす可能性があります。

当社グループでは、サプライチェーンに関連するリスク等を想定した事業継続計画（BCP）を整備するととも

に、急激な原材料価格の高騰に対しては、生産性の改善など様々な手法によるコスト低減に加え、原材料価格の

高騰に見合った販売価格の改定をお客様にお願いすることにより業績に及ぼす影響を抑制するよう努めておりま

す。
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(14）重大事故の発生について

当社グループは、安全衛生管理を最重要課題として捉え、安全及び衛生管理の徹底を図り、事故の未然防止に

努めております。しかしながら、何らかの不測の事由から重大な設備事故や労働災害等が発生する可能性があり

ます。これらの重大事故が発生した場合、生産活動の停止や設備の復旧等に多額の費用が発生する可能性があり

ます。また、訴訟問題や重大事故等に起因した行政処分に発展した場合には、損害賠償請求が生じる可能性があ

るほか、当社グループの社会的な信用及び顧客の信頼を失うことにも繋がり、業績及び財政状態に影響を及ぼす

可能性があります。

当社グループでは、製造設備の定期的な点検や設備の保守、第三者によるサーベイランス等も含めた安全活動

の推進、定期的な訓練の実施とともに、生産拠点の複数化等を推し進めることにより、事業継続態勢の強化を

図っております。

 

４【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）経営成績等の概要

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善や堅調なインバウンド需要を背景に、景気は緩や

かな回復基調で推移しました。一方、中東情勢の緊迫化をはじめとする地政学リスクの高まりや不安定な為替相

場、それらに伴う資源・エネルギー価格の高止まり、さらには物価上昇による個人消費の伸び悩み等により、先行

きは依然として不透明な状況が続きました。

住宅業界におきましては、住宅価格や住宅ローン金利の上昇等による住宅取得マインドの低下に加え、建築基準

法の改正による４号特例の縮小や、省エネ基準への適合の義務化に伴う影響等もあり、新設住宅着工戸数は極めて

低調な推移となりました。さらに、電力費や燃料費等の高止まりに加え、資材の高騰や物流コストの上昇が続くな

ど、企業収益を圧迫する状況が続いております。

このような状況の中、当社グループでは、2027年３月期を最終年度とする中期経営計画「EIDAI Advance Plan

2026」の達成に向けて各施策に取り組んでおります。特に、販売価格の適正化とシェアアップによる売上拡大を図

るとともに、諸資材の高騰等による損益への影響を抑制するため、生産性の向上や経費削減に製販一体となって取

り組み、厳しい市場環境下においても収益力の確保と事業基盤の強化を図っております。主力の住宅資材事業は、

新設住宅着工戸数が低迷する中ではありましたが、売上増に加えて利益率の改善が進むなど堅調に推移しました。

一方、木質ボード事業におきましては、連結子会社であるＥＮボード株式会社の業績が2022年11月の操業開始以

降、当初の事業計画から大きく乖離する状況が続いております。同社では、生産上の個々の課題に対する改善が

徐々に進んでいるものの、2023年３月期から2026年３月期まで４期連続で赤字を計上する結果となりました。この

ような状況を踏まえ、短期的な業績の改善が困難であると判断し、ＥＮボード株式会社において減損損失として

5,147百万円を特別損失に計上いたしました。

これらの結果、当連結会計年度の売上高は、主力の住宅資材事業、木質ボード事業とも前年実績を上回る水準で

推移し、73,774百万円（前年同期比3.6％増）となりました。

損益面では、住宅資材事業は売上増に加えて利益率の改善が進むなど堅調に推移しましたが、木質ボード事業は

ＥＮボード株式会社の収益改善が遅れているため、当連結会計年度の営業利益は719百万円（前年同期は営業損失

293百万円）、経常利益は504百万円（前年同期は経常損失398百万円）、親会社株主に帰属する当期純損失は2,846

百万円（前年同期は親会社株主に帰属する当期純損失29百万円）となりました。

また、中期的な経営指標として売上高経常利益率３％以上を目標に取り組んでおりましたが、連結子会社である

ＥＮボード株式会社の収益改善が遅れているため、目標は未達となっております。

 

セグメント別の経営成績は次のとおりであります。

（住宅資材事業）

住宅資材事業におきましては、引き続きフローリング、室内階段、室内ドア、収納等の色柄・デザインを体系

化した基軸ブランド「Ｓｋｉｓｍ（スキスム）」の更なる販売拡大を図るとともに、フローリングの「銘樹」や

室内ドア、収納のハイエンドモデル「グランマジェスト」といった独自ブランドの拡充をはじめとして、機能

性、デザイン性、安全性に優れた新製品の開発に注力しました。さらに、リノベーション市場への本格参入に向

けた取組を推進しております。また、ＴＶドラマへの美術協力や当社ウェブサイト及びＳＮＳを通じた情報発信

を積極的に行うなど、認知度の向上に努めております。一方、諸資材の高騰等に対応するため、更なる生産性の

向上や経費削減に取り組むとともに、販売価格の適正化を図りました。
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このほか、各分野別の取組は以下のとおりであります。

建材分野では、基材となるパーティクルボードの低比重化を実現するとともに、床暖房にも対応可能な「Ｅグ

リーンフロア」を発売しました。「Ｅグリーンフロア」の基材となるパーティクルボードは、建築廃材や間伐材

など、従来は廃棄されていた木質材料を主原料としております。これにより木質資源の循環に貢献するととも

に、炭素を貯蔵する材料としての特性も活かし、資源の有効活用とCO2削減を両立した環境配慮型フローリング

として提案しております。さらに、フローリングや室内階段の「銘樹ブランド」や「コンカーボ」の品揃え拡充

と販売強化に注力しました。

内装システム分野では、リノベーション市場でのシェア獲得に向け、既存ブランドの中からリノベーションに

最適な製品を厳選したリノベーション向けカタログを発刊し、併せて、短期間の工期にも対応できるよう、納期

設定を見直しました。さらに、主力製品である「スキスムＴ」や最上位シリーズの「グランマジェスト」の販売

強化に注力するとともに、従来の「マテリアルミックス」をリブランディングした室内ドアや収納製品の新ブラ

ンド「マテリアルセレクション」を発売しました。

住設分野では、システムキッチン「ラフィーナ ネオ」に新たなアイテムを追加するとともに、洗面「アク

アージュsai」や「アクアージュフロート」に機能的なアンダーボウルを追加するなど、製品仕様の向上を図り

ました。

これらの結果、新設住宅着工戸数が減少する厳しい環境ではありましたが、既存販売先のシェアアップや新規

販売先の開拓、高付加価値製品の拡販、販売価格の適正化等の効果もあり、当連結会計年度の売上高は、62,055

百万円（前年同期比2.0％増）、セグメント利益は、4,341百万円（同10.8％増）となりました。

 

（木質ボード事業）

木質ボード事業におきましては、売上拡大に向けて新規販売先の開拓や既存販売先のシェアアップに注力しま

した。一方、連結子会社であるＥＮボード株式会社では、ライン停止時間や不良ロスをはじめとする生産ロスの

削減に徹底して取り組んだ結果、生産性は徐々に改善しておりますが、依然として安定生産に向けた課題は多

く、収益改善が遅れております。

これらの結果、当連結会計年度の売上高は、11,595百万円（前年同期比13.6％増）、セグメント損失は1,624

百万円（前年同期はセグメント損失2,271百万円）となりました。

 

（その他事業）

当社グループは、上記事業のほか、不動産有効活用事業、太陽光発電事業を行っております。

当連結会計年度の売上高は124百万円（前年同期比1.6％減）、セグメント利益は70百万円（同5.4％減）とな

りました。

 

(2）中期経営計画の達成状況

当社グループは、2027年３月期を最終年度とする中期経営計画「EIDAI Advance Plan 2026」の実現に向けて、

本計画の基本方針に基づく各施策を進めてまいりました。２年目となる2026年３月期の売上高は、主力の住宅資材

事業において価格改定の効果はあったものの、新設住宅着工戸数の低迷により販売数量が伸び悩んだため、計画の

74,500百万円を若干下回る73,774百万円（計画比1.0％減）となりました。また、各利益指標は、住宅資材事業に

おける売上増及び利益率の改善効果が木質ボード事業の収益改善の遅れを補うには至らず、営業利益は計画の800

百万円に対して719百万円（同10.0％減）、経常利益は同600百万円に対して504百万円（同15.9％減）、親会社株

主に帰属する当期純利益は同500百万円に対して△2,846百万円、EBITDAは同4,500百万円に対して4,382百万円（同

2.6％減）の実績となり、計画を下回る結果となりました。

中期経営計画「EIDAI Advance Plan 2026」の詳細につきましては、「第２　事業の状況　１　経営方針、経営

環境及び対処すべき課題等　(4）経営計画、経営戦略及び優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題」に記載の

とおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
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(3）生産、受注及び販売の実績

ａ．生産実績

当連結会計年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当連結会計年度

（自 2025年４月１日
至 2026年３月31日）

前年同期比（％）

住宅資材事業（百万円） 29,762 99.6

木質ボード事業（百万円） 13,676 106.5

報告セグメント計（百万円） 43,439 101.6

その他（百万円） 14 104.6

合計（百万円） 43,454 101.7

 

ｂ．仕入実績

当連結会計年度の仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当連結会計年度

（自 2025年４月１日
至 2026年３月31日）

前年同期比（％）

住宅資材事業（百万円） 14,903 107.8

木質ボード事業（百万円） 611 104.6

報告セグメント計（百万円） 15,514 107.7

その他（百万円） － －

合計（百万円） 15,514 107.7

 

ｃ．受注実績

当社グループ（当社及び連結子会社）は概ね見込生産を行っております。内装システム分野では主として受注

生産を行っておりますが、その多くが短期間で販売されるため、記載を省略しております。

ｄ．販売実績

当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当連結会計年度

（自 2025年４月１日
至 2026年３月31日）

前年同期比（％）

住宅資材事業（百万円） 62,055 102.0

木質ボード事業（百万円） 11,595 113.6

報告セグメント計（百万円） 73,650 103.6

その他（百万円） 124 98.4

合計（百万円） 73,774 103.6

（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。
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２．最近２連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりで

あります。

相手先

前連結会計年度
（自 2024年４月１日
至 2025年３月31日）

当連結会計年度
（自 2025年４月１日
至 2026年３月31日）

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

住友林業株式会社 12,998 18.3 14,233 19.3

ＳＭＢ建材株式会社 9,992 14.0 9,532 12.9

 

(4）財政状態の概要

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ7,168百万円減少し、81,545百万円となりました。主な

要因は、減損損失を計上したことによる有形固定資産の減少、また、現金及び預金、有価証券がそれぞれ減少した

ことによるものです。

負債は、前連結会計年度末に比べ2,492百万円減少し、44,430百万円となりました。主な要因は、未払金の減少

によるものです。

純資産は、前連結会計年度末に比べ4,676百万円減少し、37,115百万円となりました。主な要因は、親会社株主

に帰属する当期純損失の計上及び非支配株主持分の減少によるものです。

 

(5）キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動で1,228百万円の資金を

獲得し、投資活動に1,985百万円及び財務活動に1,504百万円の資金を使用したことにより、前連結会計年度末

に比べ2,262百万円減少し、当連結会計年度末には4,857百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは1,228百万円の増加（前年同期は2,305百万円の減少）となりました。

主な要因は、増加要因として減損損失5,171百万円及び減価償却費3,489百万円、減少要因として税金等調整前

当期純損失4,624百万円及び未払金の減少2,803百万円などによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは1,985百万円の減少（前年同期は2,145百万円の減少）となりました。

主な要因は、有価証券の償還による収入1,000百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出2,332百

万円及び無形固定資産の取得による支出470百万円によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは1,504百万円の減少（前年同期は1,227百万円の減少）となりました。

主な要因は、長期借入れによる収入735百万円があったものの、長期借入金の返済による支出1,466百万円及び

配当金の支払441百万円によるものです。

 

(6）資本の財源及び資金の流動性について

「(5）キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。なお、当社グループは製品製造のための原材料

の調達、経費等の支払いを始めとした運転資金のほか、安定した製品の生産を行うための設備投資資金、ソフト開

発資金の需要があります。これらの資金需要に対し、自己資金並びに外部からの資金調達も含め柔軟に対応するこ

とを基本としております。また、売上債権の流動化や金融機関との当座貸越枠の設定など、資金調達手段を多様化

することで流動性リスクに備えております。なお、当連結会計年度末の借入金残高20,767百万円は、ＥＮボード株

式会社の設備投資資金並びに運転資金に係るものであります。

 

(7）重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものについて

は、「第５　経理の状況　１ 連結財務諸表等　(1）連結財務諸表　注記事項（重要な会計上の見積り）」に記載

のとおりであります。
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５【重要な契約等】

（財務上の特約が付されたローン契約）

当社の連結子会社であるＥＮボード株式会社は、財務上の特約等の付されたローン契約を締結しております。

(1） シンジケートローン契約

① 連結子会社の名称 ＥＮボード株式会社

② 連結子会社の住所 静岡県駿東郡小山町

③ 連結子会社の代表者氏名 代表取締役社長 藤本　八郎

④ 契約締結日 2022年11月30日

⑤ 相手方の属性 金融機関

⑥ 債務の期末残高 11,201百万円

⑦ 債務の弁済期限 2037年11月30日

⑧ 当該債務に付された担保 ＥＮボード株式会社の土地並びに建物及び構築物

⑨ 財務上の特約の内容

当該財務上の特約等の内容は、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　(1）連結財務諸表　注記事項

（連結貸借対照表関係）　※５　財務制限条項」に記載のとおりであります。

 

(2） 相対タームローン契約

① 連結子会社の名称 ＥＮボード株式会社

② 連結子会社の住所 静岡県駿東郡小山町

③ 連結子会社の代表者氏名 代表取締役社長 藤本　八郎

④ 契約締結日 2022年11月30日

⑤ 相手方の属性 金融機関

⑥ 債務の期末残高 6,031百万円

⑦ 債務の弁済期限 2037年11月30日

⑧ 当該債務に付された担保 ＥＮボード株式会社の土地並びに建物及び構築物

⑨ 財務上の特約の内容

当該財務上の特約等の内容は、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　(1）連結財務諸表　注記事項

（連結貸借対照表関係）　※５　財務制限条項」に記載のとおりであります。

また、当該財務上の特約等について、一部の金融機関との間で2026年５月25日付にて変更契約を締結いた

しました。詳細は、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　(1）連結財務諸表　注記事項（重要な後発

事象）（財務上の特約の変更）」に記載のとおりであります。

 

６【研究開発活動】

当社グループでは顧客、市場のニーズに的確に応えるため、デザイン・機能・価格の３要素を常に意識し、徹底し

たマーケティングリサーチに基づいて、「見て、施工して、使って違いの分かる」製品の開発を基本としておりま

す。また、顧客ニーズを創り出すという視点を重視し、品質・コスト・サービスなど、顧客満足度を高める新製品の

開発に取り組んでおります。強みとする「木質材料加工技術」と「ステンレス加工技術」を最大限活かし、「環境へ

の配慮」、「健康と安心・安全性の重視」、「独自性のある製品の追求」を最重要項目に掲げ、研究活動を行ってお

ります。特に、「環境への配慮」に関しては、持続可能な森林資源を使用した基材や国産材を積極的に利用した製品

の開発、さらにはマテリアルリサイクルを通じて地球温暖化防止に寄与しているパーティクルボードの新たな用途開

発に力を注いでおります。

当社の研究開発体制は、基礎研究・応用研究を担当する総合研究所、具体的な新製品の開発及び生産技術を担当す

る各事業部の傘下の開発部門で構成されます。総合研究所では新基材や木質ボードの研究に加え、新たなデザインや

加工技術、化粧技術、さらには環境対応技術の研究など、中長期にわたるテーマに基づいて活動しております。一

方、各事業部の傘下の開発部門では市場ニーズに沿った新製品の発案、製品設計やデザインの研究、既存製品の改良

から具体的な製品化、量産化のための生産技術や生産工程の研究・開発を行っております。

当連結会計年度におけるグループ全体の研究開発費は629百万円であります。なお、研究開発費については、各事

業部門に配分できない基礎研究費用190百万円が含まれております。

なお、当連結会計年度における各セグメント別の研究開発活動は次のとおりであります。

 

(1）住宅資材事業

住宅資材事業では、フローリング、室内階段、室内ドア、収納等の色柄、デザインを体系化し、それらを組み合

わせたインテリアスタイルが特長である基軸ブランド「Ｓｋｉｓｍ（スキスム）」の商品構成の更なる充実を図り

ました。
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分野別では、建材関連製品では、基材にパーティクルボードを活用し、床暖房にも対応可能な「Ｅグリーンフロ

ア」を開発するとともに、室内階段も含めた「銘樹ブランド」や「コンカーボ」の品揃えを充実させました。ま

た、内装システム関連製品では、市場ニーズに合致した製品のラインナップ、さらには新たなニーズの掘り起こし

に注力する中、従来の「マテリアルミックス」をリブランディングした室内ドアや収納製品の新ブランド「マテリ

アルセレクション」を新たに発売しました。さらに、住設関連製品では、システムキッチン「ラフィーナ ネオ」

に新たなアイテムを追加するとともに、洗面「アクアージュsai」や「アクアージュフロート」に機能的なアン

ダーボウルを追加するなど、製品仕様の向上を図りました。

当セグメントに係る研究開発費は、374百万円であります。

 

(2）木質ボード事業

パーティクルボード分野では、ＥＮボード株式会社の稼働に合わせた新たな用途開発に加え、生産性の向上や品

質をより安定させるための製造技術面の改善に取り組みました。

当セグメントに係る研究開発費は、65百万円であります。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

当社グループでは、生産能力の維持向上を図るため、生産拠点の整備や製造ラインの更新を中心とした設備投資を

行いました。当連結会計年度における設備投資額（ソフトウェアに係るものを含む）は2,773百万円となり、セグメ

ントごとの内訳は、住宅資材事業1,700百万円、木質ボード事業555百万円、その他事業3百万円及び共通部門513百万

円であります。

なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

 

２【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。

(1）提出会社

2026年３月31日現在
 

事業所名
（所在地）

セグメントの名称 設備の内容

帳簿価額（百万円）
従業
員数
（人）

建物及び
構築物

機械装置
及び運搬具

土地
(面積㎡)

その他 合計

敦賀事業所

(福井県敦賀市)

住宅資材事業

木質ボード事業

フローリング、階

段、パーティクル

ボード等生産設備

782 317
370

(125,053)
39 1,510

99

(73)

山口・平生事業所

(山口県熊毛郡平生

町)

住宅資材事業

その他

フローリング等生

産設備
576 644

448

(258,310)
22 1,694

106

(68)

大阪事業所

(堺市西区)

住宅資材事業

その他

ドア、造作材等生

産設備
893 457

467

(69,060)
63 1,882

129

(148)

本社、研究所、

物流センター

(大阪市住之江区)

住宅資材事業

共通部門

統括業務施設、

基礎応用総合研究

施設、物流倉庫

1,526 14
－

(－)
949 2,491

62

(17)

（注）１．帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品、リース資産及びソフトウェアであります。

２．従業員数の（ ）は、臨時雇用者数の年間平均人員数を外書きしております。

３．上記のほか、主要な設備のうち連結会社以外から賃借している設備の内容は、下記のとおりであります。

事業所名

（所在地）
セグメントの名称 設備の内容

土地面積
(㎡)

年間賃借料
（百万円）

本社、研究所、

物流センター

(大阪市住之江区)

住宅資材事業

共通部門

統括業務施設

基礎応用総合研究施設

物流倉庫

52,353 180

 

(2）国内子会社

2026年３月31日現在
 

会社名
事業所名
（所在地）

セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額（百万円）
従業
員数
（人）

建物及び
構築物

機械装置

及び運搬具

土地
(面積㎡)

リース資産 その他 合計

永大小名浜

株式会社

本社・工場

（福島県いわき市）

住宅資材事業

木質ボード事

業

ドア、造作材、

パーティクル

ボード等生産設

備

1,113 437
518

(140,400)
11 98 2,179

129

(150)

ＥＮボード

株式会社

本社・工場

（静岡県駿東郡

小山町）

木質ボード事

業

パーティクル

ボード生産設備
4,375 6,372

2,783

(92,882)
1,204 45 14,781

88

(33)

（注）１．帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品及びソフトウェアであります。

２．従業員数の（ ）は、臨時雇用者数の年間平均人員数を外書きしております。
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(3）在外子会社

2026年３月31日現在
 

会社名
事業所名
（所在地）

セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額（百万円）
従業
員数
（人）

建物及び
構築物

機械装置
及び運搬具

土地
(面積㎡)

その他 合計

Eidai

Vietnam

Co.,Ltd.

本社・工場

（ベトナム国

ニンビン省）

住宅資材事業
フローリング等

生産設備
385 125

－

(－)
3 515

193

(1)

（注）１．帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品及びソフトウェアであります。

２．従業員数の（ ）は、臨時雇用者数の年間平均人員数を外書きしております。

３．上記のほか、主要な設備のうち連結会社以外から賃借している設備の内容は、下記のとおりであります。

事業所名

（所在地）
セグメントの名称 設備の内容

土地面積
(㎡)

年間賃借料
（百万円）

本社・工場

(ベトナム国ニンビン省)
住宅資材事業 土地 59,377 7

 

３【設備の新設、除却等の計画】

当社グループの設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。計

画策定に当たっては提出会社を中心に調整のうえ、連結会社各社がそれぞれ策定しております。

当連結会計年度末現在における重要な設備の新設の計画は次のとおりであります。

 

　重要な設備の新設

会社名
事業所名
（所在地）

セグメントの
名称

設備の内容

投資予定額
資金調達
方法

着手年月
完了予定
年月

完成後の
増加能力総額

（百万円）
既支払額
（百万円）

提出会社

本社

大阪市住之江区

 

共通部門 基幹システム 150 － 自己資金 2025年７月 2026年８月 －

提出会社

本社

大阪市住之江区

 

共通部門 物流倉庫 350 － 自己資金 2026年１月 2027年１月 －

提出会社

本社

大阪市住之江区

 

住宅資材事業
内装システム

製品生産設備
200 － 自己資金 2026年７月 2027年２月 －

永大小名浜

株式会社
福島県いわき市 木質ボード事業

パーティクルボー

ド生産設備
180 － 自己資金 2025年12月 2026年10月 －

（注）完成後の増加能力については合理的に算定できないため記載しておりません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 160,000,000

計 160,000,000

 

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（2026年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（2026年６月25日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 46,783,800 46,783,800
東京証券取引所スタン

ダード市場

単元株式数

100株

計 46,783,800 46,783,800 － －

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額(百万円)

資本準備金残
高（百万円）

2008年12月１日

（注）
289,800 46,783,800 － 3,285 72 1,357

（注） 小名浜合板株式会社（現永大小名浜株式会社）との簡易株式交換によるものであります。

(5) 【所有者別状況】

       2026年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満株
式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － 4 18 215 30 7 5,569 5,843 －

所有株式数

（単元）
－ 19,547 6,951 211,749 3,782 102 225,590 467,721 11,700

所有株式数の

割合（％）
－ 4.18 1.49 45.27 0.81 0.02 48.23 100 －

（注）自己株式2,588,418株は、「個人その他」に25,884単元、「単元未満株式の状況」に18株を含めております。
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(6) 【大株主の状況】

  2026年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式（自己株
式を除く。）の総数
に対する所有株式数
の割合（％）

永大産業取引先持株会 大阪市住之江区平林南２丁目10－60 4,171 9.44

住友林業株式会社 東京都千代田区大手町１丁目３－２ 2,306 5.22

大日本印刷株式会社 東京都新宿区市谷加賀町１丁目１－１ 2,237 5.06

永大産業従業員持株会 大阪市住之江区平林南２丁目10－60 2,166 4.90

株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町２丁目２－１ 1,640 3.71

トーヨーマテリア株式会社 東京都港区赤坂７丁目６－38 1,550 3.51

ナイス株式会社 横浜市鶴見区鶴見中央４丁目33－１ 1,460 3.30

双日建材株式会社 東京都千代田区大手町１丁目７－２ 1,349 3.05

ＪＫホールディングス株式会社 東京都江東区新木場１丁目７－22 1,100 2.49

アイカ工業株式会社 愛知県清須市西堀江2288 1,028 2.33

計 － 19,008 43.01

（注）上記のほか、自己株式が2,588千株あります。

 

(7) 【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2026年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己株式）

－ －
普通株式 2,588,400

完全議決権株式（その他） 普通株式 44,183,700 441,837 －

単元未満株式 普通株式 11,700 － －

発行済株式総数  46,783,800 － －

総株主の議決権  － 441,837 －

 

②【自己株式等】

    2026年３月31日現在

所有者の氏名又は
名称

所有者住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己株式）

永大産業株式会社

大阪市住之江区平林

南２丁目10-60
2,588,400 － 2,588,400 5.53

計 － 2,588,400 － 2,588,400 5.53
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】普通株式

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移

転を行った取得自己株式
－ － － －

その他 － － － －

保有自己株式数 2,588,418 － 2,588,418 －

（注）１．当期間における処理自己株式には、2026年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売

渡による株式は含まれておりません。

２．当期間における保有自己株式数には、2026年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の

買取り及び売渡による株式は含まれておりません。

３【配当政策】

当社は、配当政策を経営の最重要課題の一つと認識しております。企業価値の持続的成長を目指し、事業拡大の機

会を迅速、確実に捉えるために必要となる十分な株主資本の水準を保持するとともに、安定した配当を確保しつつ、

自己株式の取得を必要に応じて検討することを基本方針としております。

内部留保金につきましては、今後の成長戦略及び経営体質の改善強化を図る資金需要に充当したいと考えておりま

す。

また、当社は、原則として中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うこととしており、これら剰余金の配

当は、期末配当金については株主総会、中間配当金については取締役会の決議をもって行う旨を定款で定めておりま

す。

当期の配当につきましては、期末配当金を１株当たり５円00銭とし、中間配当金１株当たり５円00銭と合わせて、

年間配当金は10円とする予定です。なお、期末配当金５円00銭は2026年６月26日開催予定の定時株主総会での決議事

項となっております。

 

当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日 配当金の総額（百万円） １株当たりの配当額（円）

2025年11月10日
220 5.0

取締役会決議

2026年６月26日
220 5.0

定時株主総会決議（予定）
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４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社は、株主の皆さまやお客さまを始めとするすべてのステークホルダーから信頼され、社会から必要とされ

る魅力のある企業であり続けるために、公正性・透明性の高い意思決定と迅速で適切な経営判断により、継続的

に企業価値の向上を図ってまいります。

 そのためには、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を経営上の重要課題として捉え、以下の基本的な考え

方に沿って、コーポレート・ガバナンス体制の構築に努めてまいります。

 

＜株主の権利・平等性の確保＞

　当社は、株主の権利が実質的に確保されるよう適切な対応を行うとともに、株主が権利を適切に行使すること

ができる環境の整備を行ってまいります。

 

＜ステークホルダーとの適切な協働＞

　当社は、株主のみならず、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会等のステークホルダーとの良好な関係を

構築するという認識のもと、適切な協働に努めてまいります。

 

＜適切な情報開示と透明性の確保＞

　当社は、財務情報や非財務情報について、法令に基づく開示はもとより、それ以外の情報提供にも積極的に取

り組んでまいります。

 

＜取締役会の責務＞

　取締役会は、株主に対する受託者責任および説明責任を踏まえ、中長期的な企業価値の向上を図るため、重要

な業務執行の決定や経営全般に対する監督を果たすとともに、リスクテイクを適切に支える内部統制およびリス

ク管理等の強化に努めてまいります。

 

＜株主との対話＞

　当社では、株主等に対し適時・適切に情報提供するとともに株主等との建設的な対話に努めてまいります。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は監査役会設置会社を選択しております。独立性の高い２名の社外監査役を含む４名の監査役による経営

監視機能に加え、社外取締役３名を選任し、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。取締役会は、

社内取締役７名、社外取締役３名で構成され、毎月１回の定例取締役会及び四半期ごとの決算取締役会のほか、

必要に応じて臨時の取締役会を開催しております。取締役会においては、重要事項についての意思決定を行うほ

か、当社グループの経営方針及び経営戦略について中長期的な見地から建設的な議論を行っております。また、

これらとは別に毎月執行役員会議を開催し、経営陣の意思疎通と情報の共有化を図り、業務執行者が的確な判断

と迅速な業務運営が行われる体制を整えております。さらに、役員候補者の指名及び取締役等の報酬の決定に係

る諮問機関として人事協議会を設置しており、必要に応じて開催しております。同協議会は、その半数が社外取

締役で構成されていることから、取締役会に対して公正で透明度の高い答申が行われる仕組みとしております。

監査役会は独立性の高い２名の社外監査役を含む４名の監査役で構成されております。常勤監査役は、取締役

会のほか、執行役員会議などに出席し、取締役及び執行役員の業務執行について厳正な監視を行っております。

加えて、社外監査役から客観的意見を仰ぐことで公正な経営判断が行われる仕組みとなっております。また、監

査役は内部監査室と緊密な連携を保ち、監査方針に基づいた厳格な監査活動を行っております。さらに、社外取

締役を含め、監査役、会計監査人、内部監査室が一堂に会する連絡会のほか、社外取締役と社外監査役の交流、

情報交換を目的とする社外役員協議会をそれぞれ年２回開催するなど、情報共有と連携強化を図っております。
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当社の企業統治の体制における主な機関の構成員等は下記のとおりです。

＜取締役会＞

 
構成員 議長

（役職名）
氏名 役職名

取締役会

枝園　統博 代表取締役執行役員社長

代表取締役執行役員社長

石井　直樹 取締役常務執行役員

田部　忠光 取締役常務執行役員

小島　孝弘 取締役常務執行役員

西岡　秀晃 取締役上席執行役員

藤本　八郎 取締役執行役員

長友　庄一郎 取締役執行役員

藤井　義久 社外取締役

岡野　紘司 社外取締役

粕井　隆 社外取締役

 

＜人事協議会＞

 
委員会

（名称）

構成員 委員長

（役職名）氏名 役職名

指名委員会に相当する

任意の委員会
人事協議会

枝園　統博 代表取締役執行役員社長

代表取締役執行役員社長
石井　直樹 取締役常務執行役員

藤井　義久 社外取締役

岡野　紘司 社外取締役

報酬委員会に相当する

任意の委員会
人事協議会

枝園　統博 代表取締役執行役員社長

代表取締役執行役員社長
石井　直樹 取締役常務執行役員

藤井　義久 社外取締役

岡野　紘司 社外取締役

 

＜監査役会＞

 
構成員 議長

（役職名）氏名 役職名

監査役会

村上　貴基 常勤監査役

常勤監査役
永田　千麻紀 常勤監査役

本井　啓治 社外監査役

竹田　千穂 社外監査役

 

当社は、迅速な意思決定、適切な業務執行及び監査の実効性の何れの観点においても、現在のコーポレー

ト・ガバナンス体制で十分にガバナンスは機能していると認識しており、当社の事業特性及び規模を考慮する

と、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現する体制として最適であると考えております。
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当社のコーポレート・ガバナンス体制を図示すると、次のとおりです。

③ 企業統治に関するその他の事項

イ．内部統制システムの整備の状況

当社は、取締役会において「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確認するための体制その

他会社の業務の適正を確保するための体制」を決議しております。なお、本件決議内容につきましては、内容

を適宜見直したうえで修正決議を行っており、現在の決議内容は次のとおりです。

　1）当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　　（ⅰ）当社及び子会社（以下、「当社グループ」という）の全ての取締役及び従業員は、社会規範、倫理、

法令などの厳守により、公正かつ適切な経営の実現と市民社会との調和を図る。この実践のため、

「永大産業グループ企業行動憲章」及び「永大産業グループ コンプライアンス・マニュアル」を制定

し、取締役は率先垂範して会社全体の企業倫理の遵守及び浸透を図る。

　　（ⅱ）「コンプライアンス委員会規程」に基づき、社長を委員長、顧問弁護士を委員に含むコンプライアン

ス委員会を設置し、年２回の委員会で、推進方針の策定と発生した問題に対する検証及び再発防止策

を協議する。

　　（ⅲ）総務部法務コンプライアンス室が当社グループにおけるコンプライアンスの推進・統括を担い、コン

プライアンス体制の整備及び問題点の把握に努める。

　　（ⅳ）各部門にコンプライアンス責任者を配置し、コンプライアンス活動の具体的対策並びにコンプライア

ンス教育を実施する。法務コンプライアンス室はこれらの活動状況を確認し、コンプライアンス委員

会に報告を行う。

　　（ⅴ）内部監査室は法務コンプライアンス室と連携して、各部門の業務活動が適正に遂行されているかを監

査し、不適切な事項を発見した場合には、改善の勧告・指導を行うとともに法務コンプライアンス室

へ報告する。

　　（ⅵ）「内部通報者保護規程」に基づき、内部通報の窓口を法務コンプライアンス室と社外の顧問弁護士事

務所に設置し、通報した人が不利益な処遇を受けないよう適切な運用を行う。

　2）当社及び子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　　（ⅰ）取締役の職務の執行にかかる情報（取締役会議事録、稟議書等）は文書（電磁的記録を含む）によっ

て保存する。

　　（ⅱ）その取扱いについては「文書取扱規程」に基づき、適切に保存及び管理を行い、必要に応じて常時閲

覧可能な状態にする。

　3）当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　　（ⅰ）「経営危機管理規程」に基づき、当社グループのあらゆるリスクに備えた損失の未然防止と、事故発

生時の被害を極小化するために適切な対応を図る。

　　（ⅱ）事故発生時には、原則として社長を本部長とする対策本部を設置し、当社グループでの連携を図りな

がら顧問弁護士や専門家の意見を参考に損害の拡大を防止することで、迅速に危機の解決並びに回避

を図る。
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　4）当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　　（ⅰ）当社は毎月１回の定例取締役会と必要に応じて開催する臨時取締役会に重要事項を付議する。付議す

べき重要事項については「取締役会規則」、「決裁権限基準」に規定する。子会社においても「取締

役会規則」、「決裁権限基準」を定め、重要事項については定例取締役会及び臨時取締役会に付議す

る。

　　（ⅱ）取締役会においては、重要事項についての意思決定を行うほか、当社グループの経営方針及び経営戦

略について中長期的な見地から建設的な議論を行う。その他、経営陣の意思疎通と情報共有の円滑化

のために執行役員会議等を開催し、迅速かつ的確な判断を下す体制を整える。

　　（ⅲ）取締役会の決定に基づく業務執行については「組織職制規程」、「業務分掌規程」に基づき、これを

執行する。

　　（ⅳ）社外取締役が会計や監査にかかる情報を適切に収集できるように、監査役は、社外取締役・会計監査

人・内部監査室と「連絡会」を定期的に開催して情報共有と意見交換を行う。

　5）当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

　　（ⅰ）当社グループにおける業務の適正を確保するため、当社は「関係会社管理規程」に基づいて当社グ

ループ全体を統合した経営を行う体制を構築する。

　　（ⅱ）当社の取締役を子会社の担当に任命する。当該取締役は常に担当する子会社の経営状態を掌握し、必

要な場合には重要事案に参画し助言・協力を行う。

　　（ⅲ）当該取締役は、担当する子会社から月次決算書を始め経営上の重要な資料・情報を提出させ、社長及

び関係役員に状況を報告する。

　　（ⅳ）当社の監査役又は取締役が重要な子会社の監査役を兼務する。また、「内部監査規程」に基づき、当

社の内部監査室が定期的に子会社の内部監査を実施する。

　6）監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性と監査役からの指示の

実効性の確保に関する体制

　　（ⅰ）監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合には、専任の監査役補助者を配置す

る。

　　（ⅱ）当該従業員の任命、異動については監査役の意見を十分考慮したうえで決定する。

　　（ⅲ）補助期間内における当該従業員への指示・命令・評価は監査役が行うものとする。

　7）当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

　　（ⅰ）当社グループの取締役及び従業員は、法定事項のほか、当社グループに重大な影響を及ぼす事項や、

取締役の職務執行に関する不正行為や法令・定款違反行為が発生した事実もしくは発生する可能性が

ある場合には、監査役に都度報告する体制を構築する。

　　（ⅱ）監査役は、必要に応じていつでも、当社グループの取締役及び従業員に対して上記内容の報告を求め

ることができる。

　　（ⅲ）内部通報制度によって通報された事項のうち、必要な事項については、法務コンプライアンス室から

監査役に報告を行う。

　　（ⅳ）通報者が当該通報をしたことを理由としていかなる不利な取扱いも受けないよう、通報者保護の厳正

な運用を図る。

　8）監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　　（ⅰ）監査役は、各部門の往査報告書を関係取締役及び社長に提出し監査結果の報告を行う。また、監査役

は定期的に社長と監査内容について話し合い、意見交換を実施する。

　　（ⅱ）社内の重要稟議書は決裁後全て監査役に回付され、問題点があれば関係者に指摘がなされ、監査役意

見が実効する仕組みとする。また、監査役は必要に応じていつでも取締役及び従業員に報告を求める

ことができる。

　　（ⅲ）監査役は、会計監査人及び内部監査室と、それぞれ期初に監査方針、監査計画等を打ち合わせるほ

か、定期的な会合等によって緊密な連携を図り、監査の実効性を高めることとする。また、社外取締

役との意見交換等を通じて、社外取締役と適切に連携する。

　　（ⅳ）「内部監査規程」により、内部監査室は年間スケジュールに沿って各部門の業務内容を監査し、監査

結果は必要に応じて監査役に報告する。

　9）監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に関する体制

監査役がその職務の執行をするために必要な費用または債務は、監査役からの請求に基づき、当社が速やか

に支出する。
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　10）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び体制

　　（ⅰ）当社グループは反社会的勢力に対しては、取引を含めた一切の関係を遮断し、裏取引や資金提供を絶

対に行わないことを基本とし、排除に向けては、組織的な対応、外部専門機関との連携及び有事にお

ける法的対応を基本原則とする。

　　（ⅱ）この体制を構築するため、統括部門である法務コンプライアンス室が「反社会的勢力排除マニュア

ル」に基づき、組織体制を始めとした取り組みの具体的内容について、全ての従業員に周知徹底を

図っていくものとする。

 

ロ．リスク管理体制の整備の状況

当社グループでは、あらゆるリスク発生時に備えて「経営危機管理規程」を規定し、役員及び社員に周知徹

底しており、事故発生時もこれに基づいて会社に対する影響度を極小化するよう日頃から指導しております。

事故発生時には、原則として社長を本部長とする対策本部を設置し、顧問弁護士等、専門家の意見を参考に損

害の拡大を防止します。さらに、サステナビリティ推進委員会においてリスク管理に関する重要な意思決定を

行い、必要に応じて取締役会に報告する体制としております。

 

ハ．反社会的勢力排除のための取組み

当社グループは反社会的勢力に対しては、取引を含めた一切の関係を遮断し、裏取引や資金提供を絶対に行

わないことを基本とし、排除に向けては、組織的な対応、外部専門機関との連携及び有事における法的対応を

基本原則としております。

この体制を構築するため、「反社会的勢力排除マニュアル」に基づき、組織体制を始めとした取組の具体的

な内容について、全ての従業員に周知徹底を図っております。

 

ニ．責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項及び当社定款の定めに基づき、同法第423条第１

項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める

最低責任限度額となります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任

の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

ホ．役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

当社は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役の全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する

役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。

当該保険契約は、会社の役員としての業務につき行った行為に起因して被保険者に対して損害賠償請求がな

されたことにより被保険者が被る損害や、被保険者が会社に対して法律上の損害賠償責任を負担する場合に被

る損害等を填補することとしております。

 

④ 取締役の定数

当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。

 

⑤ 取締役選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株

主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めておりま

す。

 

⑥ 自己株式の取得

将来の経営環境等の変化に対応し、機動的な資本政策が行えるようにするため、取締役会の決議により自己株

式の買受けができるよう定款に定めております。

 

⑦ 中間配当

当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって

毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
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⑧ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議事項について、議決権を行使することができる株主

の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めており

ます。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを

目的とするものであります。

 

⑨ 取締役及び監査役の責任免除

当社は、取締役及び監査役が職務を遂行するに当たり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会

社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む）及び監査役（監査

役であった者を含む）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる

旨を定款で定めております。

 

⑩ 取締役会及び人事協議会の活動状況

取締役会は、社内取締役７名、社外取締役３名で構成され、毎月１回の定例取締役会及び四半期ごとの決算取

締役会のほか、必要に応じて臨時の取締役会を開催しております。取締役会においては、重要事項についての意

思決定を行うほか、当社グループの経営方針及び経営戦略について中長期的な見地から建設的な議論を行ってお

ります。一方、人事協議会は、役員候補者の指名及び取締役等の報酬の決定に係る取締役会の諮問機関であり、

その半数が社外取締役で構成されていることから、取締役会に対して公正で透明度の高い答申が行われる仕組み

としており、必要に応じて開催しております。

当事業年度は、取締役会を18回開催し、１回あたりの所要時間は約３時間でした。

取締役会においては、取締役会付議事項や報告事項を明確にした取締役会規則に従い、当社の損益予算や中期

経営計画をはじめとする経営に関する基本方針や重要な業務執行に関する事項、株主総会の決議により授権され

た事項などの決議を行いました。また、法令に定められた事項や重要な業務の執行状況、関係会社の状況につい

ての報告を受けております。一方、人事協議会は８回開催し、１回あたりの所要時間は約１時間でした。人事協

議会においては、取締役等の選任に関する事項及び取締役等の報酬等に関する事項について協議を行い、取締役

会に答申しました。

取締役会及び人事協議会への出席状況は以下のとおりです。

氏名 役職名
取締役会出席状

況
人事協議会出席状況 備考

枝園　統博 代表取締役執行役員社長
18回中18回

（100％）

８回中８回

（100％）
－

石井　直樹 取締役常務執行役員
18回中18回

（100％）

８回中８回

（100％）
－

田部　忠光 取締役常務執行役員
18回中18回

（100％）
－ －

小島　孝弘 取締役常務執行役員
18回中18回

（100％）
－ －

西岡　秀晃 取締役上席執行役員
18回中18回

（100％）
－ －

藤本　八郎 取締役執行役員
18回中18回

（100％）
－ －

長友　庄一郎 取締役執行役員
14回中14回

（100％）
－

2025年６月26日付けで

取締役に就任

藤井　義久 社外取締役
18回中18回

（100％）

８回中８回

（100％）
－

岡野　紘司 社外取締役
18回中18回

（100％）

８回中８回

（100％）
－

粕井　隆 社外取締役
18回中18回

（100％）
－ －
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⑪ 会社の支配に関する基本方針について

当社は、2008年６月27日開催の当社第74回定時株主総会において、当社株式等の大規模買付行為に関する対応

策（買収防衛策）の導入について、株主の皆様のご承認をいただきました。

その後、直近では、2023年６月23日開催の第89回当社定時株主総会での承認可決により更新されております

（以下、現行の買収防衛策を「現プラン」といいます。）。

　また、現プランの有効期間は、2026年６月26日開催予定の第92回当社定時株主総会（以下、「本定時株主総

会」といいます。）終結の時をもって満了することから、2026年５月25日の取締役会において、本定時株主総会

における株主様のご承認を条件に現プランを更新することを決定しました（以下、更新後のプランを「本プラ

ン」といいます。）。なお、本プランの詳細につきましては、当社ウェブサイトに掲載の「当社株式等の大規模

買付行為に関する対応策（買収への対応方針）の更新について」をご覧ください。

　（参考ＵＲＬ　https://www.eidai.com/profile/data/202605251600.pdf）

 

（1）当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

　当社は、金融商品取引所市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買

付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、

これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主

の皆様の決定に委ねられるべきだと考えております。

　ただし、株式の大規模買付提案の中には、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることがで

きない可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当

社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるため

に必要な情報が十分に提供されないものも想定されます。

　そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のため

に、必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えております。

（2）基本方針実現のための具体的取組

①当社グループの財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組

　当社グループは、当社グループの企業価値ひいては株主価値の向上のために次のような取組を行っており

ます。当社グループは、住宅用建材の素材から製品に至るまでの幅広い事業を展開し、快適な住環境作りに

貢献できる製品を提供しています。また、経営の基本理念に「木を活かし、よりよい暮らしを」を掲げ、地

球、社会、人との共生を通じて、豊かで持続可能な社会の実現に貢献する企業であり続けることを目指して

おります。

　当社グループの得意とする木質材料加工技術、ステンレス加工技術を最大限に活かしながら、顧客ニーズ

や市場動向にマッチした製品の開発に取り組んでおります。

　また、当社グループは、コーポレート・ガバナンスの強化・充実が経営の基本的課題であると認識し、公

正性・透明性の高い意思決定と迅速で適切な経営判断により、継続的な企業価値の向上に取り組んでおりま

す。

②基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するた

めの取組

　現プランは、当社株式の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主の皆様が

適切な判断をされるのに必要かつ十分な情報及び時間並びに大規模買付行為を行おうとする者との交渉の機

会を確保すること、当社取締役会が独立委員会の勧告を受けて当該大規模買付行為に対する賛否の意見又は

代替案を株主の皆様に対して提示すること、あるいは、株主の皆様のために、当該大規模買付行為を行おう

とする者と交渉を行うこと等を可能とするものです。

　現プランにおいては、以下の(ⅰ)又は(ⅱ)に該当する当社株式の買付け又はこれに類似する行為（ただ

し、当社取締役会が承認したものを除きます。かかる行為を、以下「大規模買付等」といいます。）がなさ

れる場合を適用対象とします。

　(ⅰ)当社が発行者である株式等について、保有者及びその共同保有者の株式等保有割合が20％以上となる

買付け

　(ⅱ)当社が発行者である株式等について、公開買付けに係る株式等の株式等所有割合及びその特別関係者

の株式等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け
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（3）上記の取組に対する当社取締役会の判断及びその理由

　①企業価値向上のための取組は、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を持続的に確保、向上さ

せるための具体的方策として策定されております。

　②現プランは、下記の点において公正性・客観性が担保される工夫がなされており、株主共同の利益を損な

うものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでもありません。

イ．買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していること

ロ．当社グループの企業価値・株主共同の利益の確保又は向上の目的をもって導入されていること

ハ．株主意思を重視するものであること

ニ．独立性の高い社外者（独立委員会）の判断の重視と情報開示

ホ．合理的な客観的発動要件の設定

へ．デッドハンド型又はスローハンド型買収防衛策ではないこと
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（２）【役員の状況】

① 役員一覧

　2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、次のとおりであります。

男性12名　女性2名　（役員のうち女性の比率14.3％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

代表取締役

（執行役員社長）
枝園 統博 1962年３月１日生

1984年３月 当社入社

2004年４月 営業本部東京特販営業部長

2009年４月 事業本部建材事業部長兼資材部長

2010年６月 執行役員事業本部建材事業部長

2011年４月 上席執行役員事業本部建材事業部長

2011年６月 取締役兼上席執行役員事業本部建材

事業部長

2012年４月 取締役兼上席執行役員営業本部副本

部長

2012年６月 取締役兼上席執行役員営業本部長

2015年６月 取締役兼常務執行役員営業本部長

2015年10月 取締役兼常務執行役員事業本部長

2016年４月

 
2017年６月

 
2019年４月

取締役兼常務執行役員総合企画本部

長

取締役兼専務執行役員総合企画本部

長

代表取締役兼執行役員社長（現任）
　

（注）１ 139

取締役

（常務執行役員）

事業本部長

石井 直樹 1964年９月13日生

1987年３月 当社入社

2009年４月 営業本部東京特販営業部長

2012年４月 事業本部建材事業部長

2013年６月 執行役員事業本部建材事業部長

2014年６月 取締役兼執行役員事業本部建材事業

部長

2015年10月 取締役兼執行役員事業本部副本部長

兼建材事業部長

2016年４月 取締役兼執行役員事業本部長

2016年６月

2017年６月

取締役兼上席執行役員事業本部長

取締役兼常務執行役員事業本部長

（現任）
　

（注）１ 66

取締役

（常務執行役員）

永大小名浜㈱代表取締役社長

兼関東住設産業㈱代表取締役会

長

田部 忠光 1964年4月25日生

1987年３月 当社入社

2009年４月 事業本部内装システム事業部長

2013年６月 執行役員事業本部内装システム事業

部長

2014年６月 取締役兼執行役員事業本部内装シス

テム事業部長

2015年10月 取締役兼執行役員営業本部長

2016年６月

2017年６月

2020年４月

 
 
2021年４月

取締役兼上席執行役員営業本部長

取締役兼常務執行役員営業本部長

取締役兼常務執行役員　永大小名浜

㈱代表取締役社長兼関東住設産業㈱

代表取締役社長

取締役兼常務執行役員　永大小名浜

㈱代表取締役社長、関東住設産業㈱

担当

2026年４月 取締役兼常務執行役員　永大小名浜

㈱代表取締役社長兼関東住設産業㈱

代表取締役会長（現任）
　

（注）１ 68
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役

（常務執行役員）

営業本部長

小島 孝弘 1966年１月25日生

1988年３月 当社入社

2009年７月 営業本部東京営業部長

2013年４月 営業本部副本部長兼東京営業部長

2013年６月 執行役員営業本部副本部長兼東京営

業部長

2014年４月 執行役員営業本部副本部長兼営業推

進部長

2015年６月 取締役兼執行役員営業本部副本部長

兼営業推進部長

2015年10月

 
2017年４月

 
2020年４月

取締役兼執行役員事業本部内装シス

テム事業部長

取締役兼執行役員事業本部海外事業

部長

取締役兼上席執行役員営業本部長

2026年４月 取締役兼常務執行役員営業本部長

（現任）
　

（注）１ 59

取締役

（上席執行役員）

コーポレート本部長

兼同本部総務部長

西岡　秀晃 1962年４月17日生

1986年４月 ㈱大和銀行（現㈱りそな銀行）入行

2011年５月 同行北浜支店長

2013年４月 同行ＨＤオペレーション改革部（大

阪）部長

2015年10月 当社総務部長

2019年４月

2020年６月

執行役員総務部長

取締役兼執行役員総務部長

2026年４月 取締役兼上席執行役員コーポレート

本部長兼同本部総務部長（現任）
　

（注）１ 37

取締役

（執行役員）

ＥＮボード㈱代表取締役社長

藤本　八郎 1964年10月19日生

1990年３月 当社入社

2009年４月 事業本部総合研究所長

2013年６月 執行役員事業本部総合研究所長

2017年４月 執行役員永大小名浜㈱取締役副社長

2018年４月 執行役員永大小名浜㈱代表取締役社

長

2020年４月 執行役員事業本部海外事業部長

2020年６月

 
2023年４月

2024年４月

取締役兼執行役員事業本部海外事業

部長

取締役兼執行役員品質管理部長

取締役兼執行役員　ＥＮボード㈱代

表取締役社長（現任）
　

（注）１ 61

取締役

（執行役員）

コーポレート本部経営管理部長

長友　庄一郎 1970年３月22日生

1993年３月 当社入社

2006年10月 事業本部建材事業部山口・平生事業

所建材工場長

2014年４月 事業本部事業推進部長

2015年10月 事業本部事業推進部長兼山口生産管

理部長

2016年４月 総合企画本部マーケティング部長

2019年４月 執行役員事業本部マーケティング部

長

2021年４月

2024年４月

執行役員事業本部事業管理部長

執行役員経営管理部長

2025年６月 取締役兼執行役員経営管理部長

2026年４月 取締役兼執行役員コーポレート本部

経営管理部長（現任）
　

（注）１ 16
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役 藤井　義久 1957年7月14日生

1984年４月 京都大学農学部助手

1994年７月 京都大学農学部助教授

1997年４月 京都大学大学院農学研究科助教授

2013年４月

 
2016年５月

国立大学法人京都大学大学院農学研

究科教授

一般社団法人住宅長期支援センター

副理事長

2017年５月 公益社団法人日本木材保存協会副会

長

2017年６月 一般社団法人日本木材学会理事

2018年６月 当社社外監査役

2022年６月

2023年４月

 
2023年５月

 
2025年３月

当社社外取締役（現任）

国立大学法人京都大学名誉教授（現

任）

公益社団法人日本木材保存協会会長

（現任）

一般財団法人建築研究協会理事（現

任）

2025年４月 一般社団法人住宅長期支援センター

理事長（現任）
　

（注）１ -

取締役 岡野　紘司 1978年10月13日生

2008年12月 　弁護士登録

2009年１月 　弁護士法人御堂筋法律事務所入所

2017年１月 　弁護士法人御堂筋法律事務所パート

　ナー（現任）

2022年６月 　日本ニューマチック工業㈱　

　社外取締役（監査等委員）（現任）

2023年６月 　当社社外取締役（現任）

2023年12月 　NTKジャパン㈱社外監査役（現任）

（注）１ -

取締役 粕井　隆 1953年９月12日生

1978年９月 　新和監査法人（現有限責任あずさ監

査法人）入所

1982年８月 　公認会計士登録

1985年９月 　東邦ビジネスコンサルタント㈱設立

代表取締役社長（現任）

2015年８月 　ＴＯＮＥ㈱社外取締役

2016年８月 　ＴＯＮＥ㈱社外取締役（監査等委

員）（現任）

2024年６月 　当社社外取締役（現任）

（注）１ 10

常勤監査役 村上　貴基 1966年６月３日生

1990年３月 当社入社

2013年４月 事業本部大阪生産管理部長

2014年４月 内部監査室長

2025年６月 監査役（常勤）（現任）
　

（注）２ 11

常勤監査役 永田　千麻紀 1970年９月25日生

1993年３月 当社入社

2024年４月 事業本部事業管理部長

2025年６月 監査役（常勤）（現任）
　

（注）２ 10

監査役 本井　啓治 1951年１月29日生

1982年３月 公認会計士登録

1993年５月 井上斎藤英和監査法人（のちの朝日

監査法人）社員

1993年10月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監

査法人）社員

1996年６月 本井公認会計士・税理士事務所開

業　所長（現任）

2019年10月 一般財団法人総合福祉研究会理事長

（現任）

2022年６月

2023年６月

当社社外監査役（現任）

監査法人ユウワット会計社理事長

（現任）
　

（注）３ -
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

監査役 竹田　千穂 1973年２月９日生

2001年10月 弁護士登録

2001年10月 三宅合同法律事務所（現弁護士法人

三宅法律事務所）入所

2016年５月 弁護士法人三宅法律事務所パート

ナー（現任）

2019年６月 京阪神ビルディング㈱社外監査役

2020年６月 ㈱ニチダイ　社外取締役（監査等委

員）（現任）

2022年６月 京阪神ビルディング㈱社外取締役

（現任）

2023年６月 ダイハツディーゼル㈱（現ダイハツ

インフィニア―ス㈱）社外取締役

（現任）

2025年６月 当社社外監査役（現任）
　

（注）２ -

計 480

（注）１．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の

時までであります。

２．村上貴基監査役、永田千麻紀監査役及び竹田千穂監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会の終結

の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．本井啓治監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総

会終結の時までであります。

４．取締役藤井義久氏、岡野紘司氏及び粕井隆氏は、社外取締役であります。

５．監査役本井啓治氏及び竹田千穂氏は、社外監査役であります。

６．監査役竹田千穂氏の戸籍上の氏名は草島千穂であります。

７．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しておりま

す。

2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の執行役員は次のとおりであります。（ *印は取締役兼務者

であります。）

役名 氏名 担当及び職名

*執行役員社長 枝園 統博  

*常務執行役員 石井 直樹 事業本部長、Eidai Vietnam Co.,Ltd.担当

*常務執行役員 田部 忠光 永大小名浜㈱代表取締役社長兼関東住設産業㈱代表取締役

会長

*常務執行役員 小島 孝弘 営業本部長

*上席執行役員 西岡 秀晃 コーポレート本部長兼同本部総務部長、永大スタッフサー

ビス㈱担当

*執行役員 藤本 八郎 ＥＮボード㈱代表取締役社長

*執行役員 　長友 庄一郎 コーポレート本部経営管理部長、同本部品質管理部・同本

部情報物流統括部担当

 執行役員 久米 直哉 コーポレート本部品質管理部長

 執行役員 村上 拓也 事業本部副本部長兼同本部内装システム事業部長

 執行役員 平　 暢宏 営業本部副本部長

 執行役員 堀　 智弘 ＥＮボード㈱取締役副社長

 執行役員 金子 　滋 営業本部副本部長 流通担当兼東日本担当

 執行役員 楠瀬 博之 営業本部東京特販営業部長

 執行役員 高橋 　真 事業本部建材事業部長

 執行役員 山口 剛史 コーポレート本部人事部長

 執行役員 　久保田 広志 コーポレート本部経理部長

 執行役員 小田 伸剛 コーポレート本部情報物流統括部長

 執行役員 堀　 重春 営業本部中部営業部長

 執行役員 中安 哲也 営業本部営業推進部長
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　2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」、「監査役１名

選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、次のとおりとなる予定であ

ります。

　なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しておりま

す。

男性12名　女性2名　（役員のうち女性の比率14.3％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

代表取締役

（執行役員社長）
枝園 統博 1962年３月１日生

1984年３月 当社入社

2004年４月 営業本部東京特販営業部長

2009年４月 事業本部建材事業部長兼資材部長

2010年６月 執行役員事業本部建材事業部長

2011年４月 上席執行役員事業本部建材事業部長

2011年６月 取締役兼上席執行役員事業本部建材

事業部長

2012年４月 取締役兼上席執行役員営業本部副本

部長

2012年６月 取締役兼上席執行役員営業本部長

2015年６月 取締役兼常務執行役員営業本部長

2015年10月 取締役兼常務執行役員事業本部長

2016年４月

 
2017年６月

 
2019年４月

取締役兼常務執行役員総合企画本部

長

取締役兼専務執行役員総合企画本部

長

代表取締役兼執行役員社長（現任）
　

（注）１ 139

取締役

（常務執行役員）

事業本部長

石井 直樹 1964年９月13日生

1987年３月 当社入社

2009年４月 営業本部東京特販営業部長

2012年４月 事業本部建材事業部長

2013年６月 執行役員事業本部建材事業部長

2014年６月 取締役兼執行役員事業本部建材事業

部長

2015年10月 取締役兼執行役員事業本部副本部長

兼建材事業部長

2016年４月 取締役兼執行役員事業本部長

2016年６月

2017年６月

取締役兼上席執行役員事業本部長

取締役兼常務執行役員事業本部長

（現任）
　

（注）１ 66

取締役

（常務執行役員）

永大小名浜㈱代表取締役社長

兼関東住設産業㈱代表取締役会

長

田部 忠光 1964年4月25日生

1987年３月 当社入社

2009年４月 事業本部内装システム事業部長

2013年６月 執行役員事業本部内装システム事業

部長

2014年６月 取締役兼執行役員事業本部内装シス

テム事業部長

2015年10月 取締役兼執行役員営業本部長

2016年６月

2017年６月

2020年４月

 
 
2021年４月

取締役兼上席執行役員営業本部長

取締役兼常務執行役員営業本部長

取締役兼常務執行役員　永大小名浜

㈱代表取締役社長兼関東住設産業㈱

代表取締役社長

取締役兼常務執行役員　永大小名浜

㈱代表取締役社長、関東住設産業㈱

担当

2026年４月 取締役兼常務執行役員　永大小名浜

㈱代表取締役社長兼関東住設産業㈱

代表取締役会長（現任）
　

（注）１ 68
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役

（常務執行役員）

営業本部長

小島 孝弘 1966年１月25日生

1988年３月 当社入社

2009年７月 営業本部東京営業部長

2013年４月 営業本部副本部長兼東京営業部長

2013年６月 執行役員営業本部副本部長兼東京営

業部長

2014年４月 執行役員営業本部副本部長兼営業推

進部長

2015年６月 取締役兼執行役員営業本部副本部長

兼営業推進部長

2015年10月

 
2017年４月

 
2020年４月

取締役兼執行役員事業本部内装シス

テム事業部長

取締役兼執行役員事業本部海外事業

部長

取締役兼上席執行役員営業本部長

2026年４月 取締役兼常務執行役員営業本部長

（現任）
　

（注）１ 59

取締役

（上席執行役員）

コーポレート本部長

兼同本部総務部長

西岡　秀晃 1962年４月17日生

1986年４月 ㈱大和銀行（現㈱りそな銀行）入行

2011年５月 同行北浜支店長

2013年４月 同行ＨＤオペレーション改革部（大

阪）部長

2015年10月 当社総務部長

2019年４月

2020年６月

執行役員総務部長

取締役兼執行役員総務部長

2026年４月 取締役兼上席執行役員コーポレート

本部長兼同本部総務部長（現任）
　

（注）１ 37

取締役

（執行役員）

ＥＮボード㈱代表取締役社長

藤本　八郎 1964年10月19日生

1990年３月 当社入社

2009年４月 事業本部総合研究所長

2013年６月 執行役員事業本部総合研究所長

2017年４月 執行役員永大小名浜㈱取締役副社長

2018年４月 執行役員永大小名浜㈱代表取締役社

長

2020年４月 執行役員事業本部海外事業部長

2020年６月

 
2023年４月

2024年４月

取締役兼執行役員事業本部海外事業

部長

取締役兼執行役員品質管理部長

取締役兼執行役員　ＥＮボード㈱代

表取締役社長（現任）
　

（注）１ 61

取締役

（執行役員）

コーポレート本部経営管理部長

長友　庄一郎 1970年３月22日生

1993年３月 当社入社

2006年10月 事業本部建材事業部山口・平生事業

所建材工場長

2014年４月 事業本部事業推進部長

2015年10月 事業本部事業推進部長兼山口生産管

理部長

2016年４月 総合企画本部マーケティング部長

2019年４月 執行役員事業本部マーケティング部

長

2021年４月

2024年４月

執行役員事業本部事業管理部長

執行役員経営管理部長

2025年６月 取締役兼執行役員経営管理部長

2026年４月 取締役兼執行役員コーポレート本部

経営管理部長（現任）
　

（注）１ 16
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役 藤井　義久 1957年7月14日生

1984年４月 京都大学農学部助手

1994年７月 京都大学農学部助教授

1997年４月 京都大学大学院農学研究科助教授

2013年４月

 
2016年５月

国立大学法人京都大学大学院農学研

究科教授

一般社団法人住宅長期支援センター

副理事長

2017年５月 公益社団法人日本木材保存協会副会

長

2017年６月 一般社団法人日本木材学会理事

2018年６月 当社社外監査役

2022年６月

2023年４月

 
2023年５月

 
2025年３月

当社社外取締役（現任）

国立大学法人京都大学名誉教授（現

任）

公益社団法人日本木材保存協会会長

（現任）

一般財団法人建築研究協会理事（現

任）

2025年４月 一般社団法人住宅長期支援センター

理事長（現任）
　

（注）１ -

取締役 岡野　紘司 1978年10月13日生

2008年12月 　弁護士登録

2009年１月 　弁護士法人御堂筋法律事務所入所

2017年１月 　弁護士法人御堂筋法律事務所パート

　ナー（現任）

2022年６月 　日本ニューマチック工業㈱　

　社外取締役（監査等委員）（現任）

2023年６月 　当社社外取締役（現任）

2023年12月 　NTKジャパン㈱社外監査役（現任）

（注）１ -

取締役 粕井　隆 1953年９月12日生

1978年９月 　新和監査法人（現有限責任あずさ監

査法人）入所

1982年８月 　公認会計士登録

1985年９月 　東邦ビジネスコンサルタント㈱設立

代表取締役社長（現任）

2015年８月 　ＴＯＮＥ㈱社外取締役

2016年８月 　ＴＯＮＥ㈱社外取締役（監査等委

員）（現任）

2024年６月 　当社社外取締役（現任）

（注）１ 10

常勤監査役 村上　貴基 1966年６月３日生

1990年３月 当社入社

2013年４月 事業本部大阪生産管理部長

2014年４月 内部監査室長

2025年６月 監査役（常勤）（現任）
　

（注）２ 11

常勤監査役 永田　千麻紀 1970年９月25日生

1993年３月 当社入社

2024年４月 事業本部事業管理部長

2025年６月 監査役（常勤）（現任）
　

（注）２ 10

監査役 本井　啓治 1951年１月29日生

1982年３月 公認会計士登録

1993年５月 井上斎藤英和監査法人（のちの朝日

監査法人）社員

1993年10月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監

査法人）社員

1996年６月 本井公認会計士・税理士事務所開

業　所長（現任）

2019年10月 一般財団法人総合福祉研究会理事長

（現任）

2022年６月

2023年６月

当社社外監査役（現任）

監査法人ユウワット会計社理事長

（現任）
　

（注）３ -
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

監査役 竹田　千穂 1973年２月９日生

2001年10月 弁護士登録

2001年10月 三宅合同法律事務所（現弁護士法人

三宅法律事務所）入所

2016年５月 弁護士法人三宅法律事務所パート

ナー（現任）

2019年６月 京阪神ビルディング㈱社外監査役

2020年６月 ㈱ニチダイ　社外取締役（監査等委

員）（現任）

2022年６月 京阪神ビルディング㈱社外取締役

（現任）

2023年６月 ダイハツディーゼル㈱（現ダイハツ

インフィニア―ス㈱）社外取締役

（現任）

2025年６月 当社社外監査役（現任）
　

（注）２ -

計 480

（注）１．取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の

時までであります。

２．村上貴基監査役、永田千麻紀監査役及び竹田千穂監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会の終結

の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．本井啓治監査役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2030年３月期に係る定時株主総

会終結の時までであります。

４．取締役藤井義久氏、岡野紘司氏及び粕井隆氏は、社外取締役であります。

５．監査役本井啓治氏及び竹田千穂氏は、社外監査役であります。

６．監査役竹田千穂氏の戸籍上の氏名は草島千穂であります。

７．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しておりま

す。

2026年６月26日開催予定の定時株主総会後の執行役員は次のとおりであります。（ *印は取締役兼務者であ

ります。）

役名 氏名 担当及び職名

*執行役員社長 枝園 統博  

*常務執行役員 石井 直樹 事業本部長、Eidai Vietnam Co.,Ltd.担当

*常務執行役員 田部 忠光 永大小名浜㈱代表取締役社長兼関東住設産業㈱代表取締役

会長

*常務執行役員 小島 孝弘 営業本部長

*上席執行役員 西岡 秀晃 コーポレート本部長兼同本部総務部長、永大スタッフサー

ビス㈱担当

*執行役員 藤本 八郎 ＥＮボード㈱代表取締役社長

*執行役員 　長友 庄一郎 コーポレート本部経営管理部長、同本部品質管理部・同本

部情報物流統括部担当

 執行役員 久米 直哉 コーポレート本部品質管理部長

 執行役員 村上 拓也 事業本部副本部長兼同本部内装システム事業部長

 執行役員 平　 暢宏 営業本部副本部長

 執行役員 堀　 智弘 ＥＮボード㈱取締役副社長

 執行役員 金子 　滋 営業本部副本部長 流通担当兼東日本担当

 執行役員 楠瀬 博之 営業本部東京特販営業部長

 執行役員 高橋 　真 事業本部建材事業部長

 執行役員 山口 剛史 コーポレート本部人事部長

 執行役員 　久保田 広志 コーポレート本部経理部長

 執行役員 小田 伸剛 コーポレート本部情報物流統括部長

 執行役員 堀　 重春 営業本部中部営業部長

 執行役員 中安 哲也 営業本部営業推進部長

 

 

EDINET提出書類

永大産業株式会社(E00631)

有価証券報告書

 42/105



② 社外役員の状況

イ．社外取締役

当社の社外取締役は３名であります。

藤井義久氏は、2018年６月から社外監査役として、積極的な発言等によって、取締役会の建設的な議論に大

いに貢献いただきました。また、同氏は、長年にわたり、大学教授として木質科学と木材の有効利用について

研究され、当社事業に関係の深い木材分野の専門家としての幅広い知見と深い専門知識を当社の経営に反映し

ていただけるものと考え、当社のガバナンス機能の強化を図るため、2022年６月から社外取締役として選任し

ております。なお、当社は2025年度に学術研究助成のため、同氏が名誉教授を務める国立大学法人京都大学へ

60万円を寄付しておりますが、その規模は僅少であるため、同氏は当社経営陣からの独立性を有していると判

断しております。

岡野紘司氏は、法曹界における豊富な経験と見識を当社の経営に反映していただけるものと考え、当社との

間には特別な利害関係がないことから、当社のガバナンス機能の強化を図るため、社外取締役として選任して

おります。

粕井隆氏は、公認会計士としての幅広い見識や、経営コンサルタント及び会社経営者としての豊富な経験を

当社の経営に反映していただけるものと考え、当社との間には特別な利害関係がないことから、当社のガバナ

ンス機能の強化を図るため、社外取締役として選任しております。

社外役員の当社株式所有については、①役員一覧に記載のとおりであります。

 

ロ．社外監査役

社外監査役は２名であります。

本井啓治氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する高度な知識と豊富な実務経験を有しておりますの

で、これらの知識や経験を監査業務に活かしていただけるものと考え、当社との間には特別な利害関係がない

ことから、社外監査役として選任しております。

竹田千穂氏は、弁護士としての専門的な知識と経験を有しておりますので、主に法的側面から取締役による

業務執行を監視いただけるものと考え、当社との間には特別な利害関係がないことから、社外監査役として選

任しております。同氏は、当社の顧問弁護士事務所の弁護士でありますが、同事務所の経営には携わっておら

ず、また当社の担当弁護士ではありません。

 

ハ．社外役員へのサポート体制

社外取締役の取締役会への出席並びに社外監査役の監査役会及び取締役会への出席に際しては、経営管理部

が事務局となって会議のスケジュール調整や会議で配布される資料を必要に応じて事前に説明するなどのサ

ポートを行っております。

 

ニ．独立性に関する基準

当社は、社外取締役及び社外監査役の選任において、当社からの独立性に関する基準又は方針は定めていな

いものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、法曹界や学術界等から人材を起

用することにより社外役員としての独立性を確保しております。当社は、2018年６月から社外監査役並びに

2022年６月から社外取締役の藤井義久氏を、2023年６月から社外取締役の岡野紘司氏を、2024年6月から社外取

締役の粕井隆氏を、2022年６月から社外監査役本井啓治氏を、2025年６月から社外監査役竹田千穂氏を、東京

証券取引所の定める独立役員にそれぞれ指定し、届出を行っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

社外取締役は、独立の立場から経営の監督機能を発揮できるよう、定期的に開催される「連絡会」において、

監査役・会計監査人・内部監査室と会計や監査にかかる情報共有と意見交換を行うなど緊密に連携しておりま

す。

社外監査役は、常勤監査役と常に連携を取り、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制についての情報

を共有しております。また、取締役会及び監査役会への出席を通じて、経営の監視・監督に必要な情報を把握

し、必要に応じて意見を表明しております。
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（３）【監査の状況】

① 監査役監査の状況

イ．組織・人員・手続・活動

当社は監査役会制度を採用し、常勤監査役２名及び社外監査役２名の４名で構成しております。監査役会は

「監査役監査基準」を策定し、期初の監査役会において決定した「監査の方針及び業務分担」に基づき監査を

実施しております。

常勤監査役は、取締役会、コンプライアンス委員会、その他の重要な会議に出席するほか、取締役や部門責

任者から業務執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、定期的な内部監査室との会合等を行っておりま

す。また営業部・事業所及び子会社への往査を行い、往査報告書を全取締役へ回付しております。

社外監査役である竹田千穂氏は弁護士として企業法務に精通し、本井啓治氏は公認会計士としての財務及び

会計に関する高度な知識と豊富な実務経験を有していることから選任しております。

 

ロ．監査役会の活動状況

監査役会は原則毎月１回定例開催するほか、必要に応じて臨時の監査役会を開催しております。また、定例

監査役会以外に社長との懇談会を年３回行い、監査結果その他事項について意見交換を行うほか、会計監査人

と定期的な会合を行い、監査方針・計画、監査結果及び監査上の主要な検討事項（ＫＡＭ）について意見交換

を行うなど連携を図っております。なお、今期においては、ＥＮボード株式会社の固定資産の評価及び事業の

継続性に関し、その妥当性について重点的に監査を実施しました。

さらに、社外取締役を含め、監査役、会計監査人、内部監査室が一堂に会する連絡会を年２回開催し、監査

結果や会社状況等について意見交換や情報共有を行うなど、緊密な連携を図り、監査の実効性の確保に努めて

おります。

当事業年度は、監査役会を14回開催し、１回あたりの所要時間は約１時間でした。

具体的な検討内容は、監査方針及び監査実施計画・監査分担、内部統制システムの整備・運用状況、往査結

果報告、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、会計監査人の監査報酬等の同意、監査役選任同意、監査

役会の監査報告書等です。また、主に重要会議、内部通報の状況などについて情報共有を行っております。特

に今期においては、ＥＮボード株式会社の工場視察や経営層へのヒアリングを実施し、事業状況について情報

の共有を行い、意見交換いたしました。

個々の監査役の監査役会及び取締役会への出席状況は以下のとおりです。
 

氏名 役職名 取締役会出席状況 監査役会出席状況 備考

村上　貴基 常勤監査役
14回中14回

（100％）

10回中10回

（100％）

2025年６月26日付けで

常勤監査役に就任

永田　千麻紀 常勤監査役
14回中14回

（100％）

10回中10回

（100％）

2025年６月26日付けで

常勤監査役に就任

本井　啓治 社外監査役
18回中18回

（100％）

14回中14回

（100％）
－

竹田　千穂 社外監査役
14回中14回

（100％）

10回中10回

（100％）

2025年６月26日付けで

社外監査役に就任

石橋　秀行 常勤監査役
４回中４回

（100％）

４回中４回

（100％）

2025年６月26日付けで

常勤監査役を退任

野澤　信也 常勤監査役
４回中４回

（100％）

４回中４回

（100％）

2025年６月26日付けで

常勤監査役を退任

雑賀　裕子 社外監査役
４回中４回

（100％）

４回中４回

（100％）

2025年６月26日付けで

社外監査役を退任
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② 内部監査の状況

当社における内部監査は、社長直轄の独立監査部門である内部監査室が「内部監査規程」に基づき、各部門の

業務遂行状況について監査を行っております。具体的には室長以下７名が、年間の監査スケジュールに基づい

て、各部門の業務活動が法令や会社の方針、規程、規則、基準等に準拠し、適正に遂行されているかを監査し、

不適切な事項については改善の勧告・指導を行っております。また、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度

について、財務報告に係る内部統制に関連する業務の整備及び運用の評価を行い、財務報告の信頼性の確保を

図っております。

内部監査の状況につきましては、内部監査室長が代表取締役社長及び監査役に対して個別に報告の場を設けて

おり、月次で共有されております。一方、内部監査の報告書（業務監査、内部統制監査）は取締役及び監査役に

回付され、その内容について意見交換を行うなど、情報の共有化を図っております。さらに、内部監査室長は監

査結果を取り纏めて取締役会にて報告を行い、取締役会メンバーによる問題点の確認や対策についての議論がな

されております。

また、内部監査室は監査役及び会計監査人と緊密な連携を保ち、監査方針及び監査計画等を確認し、定期的に

情報交換を行っております。

 

③ 会計監査の状況

a．監査法人の名称

有限責任 あずさ監査法人

 

b．継続監査期間

20年間

 

c．業務を執行した公認会計士

中島　久木

弓削　亜紀

 

d．監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士15名、その他49名であります。

 

e．監査法人の選定方針と理由

会計監査人の選定に当たっては、当社グループの業務内容に対して、効率的な監査業務を実施できる一定の

規模を有し、また、品質管理体制及び独立性並びに専門性などの基準に基づいて総合的に判断いたします。

現会計監査人の選定理由については、グローバルな監査体制、独立性、専門性、効率性などを総合的に勘案

した結果、当社グループの会計監査が適正に行われる体制を備えていると判断したためであります。

また、監査役会は、会計監査人が職務上の義務に違反し、または職務を怠り、もしくは会計監査人としてふ

さわしくない非行があるなど、当社の会計監査人であることに重大な支障があると判断した場合には、会社法

第340条の規定により会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その

必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定

いたします。

 

f．監査役及び監査役会による監査法人の評価

監査役会は、会計監査人の評価に関する基準に基づいて、監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性、

監査報酬などの水準、経営者及び内部監査室とのコミュニケーションの状況などを、会計監査人とのコミュニ

ケーション及び監査現場の立会などを通じて評価し、必要な検討を行った結果、監査の方法及び結果は相当で

あると判断しております。
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④ 監査報酬の内容等

a．監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

提出会社 52 － 50 －

連結子会社 － － － －

計 52 － 50 －

 

b．監査公認会計士等と同一のネットワーク（KPMGグループ）に対する報酬（a．を除く）

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

提出会社 － 4 － 4

連結子会社 1 1 1 1

計 1 6 1 6

当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務等であります。

 

c．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

 

d．監査報酬の決定方針

会計監査人に対する報酬の額は、監査日数・人員・内容等を総合的に勘案し、決定しております。

 

e．監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第１項の同意をし

た理由は、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況及び報酬見積り等の算出根拠等について必要な検証を

行った結果、適切であると判断したためであります。

 

（４）【役員の報酬等】

① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

役員報酬は、2007年６月28日第73回定時株主総会において、取締役の報酬は「年額360百万円以内」、監査役の

報酬は「年額60百万円以内」とする旨を決議しております。当時の員数は、取締役11名(現在10名)、監査役４名

(現在４名)でした。

当社は、取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その内容は社外取締

役が半数を占める人事協議会へ諮問し答申を受けております。

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定さ

れた報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、人事協議会からの答申が尊重されていることを確認し

ており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。

イ．基本方針

・当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬

体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とす

る。

・業務執行取締役の報酬は、①固定報酬としての基本報酬、②業績連動報酬、③中長期インセンティブとし

ての株式取得型報酬により構成する。

・社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。

ロ．基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

・当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業

績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
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ハ．業績連動報酬ならびに株式取得型報酬の内容および額の算定方法の決定に関する方針

・業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標（KPI）を反映した現金報酬

とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、

一定の時期に支給する。

・目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設計し、適宜、環境の変化に

応じて人事協議会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。

・株式取得型報酬は、毎月役員持株会に拠出して自社株式を取得することに限定した現金報酬とし、取得し

た株式は在任期間中、継続して保有することとする。

ニ．基本報酬の額、業績連動報酬の額、株式取得型報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決

定に関する方針

・業務執行取締役の種類別の報酬割合については、基本報酬（構成比83%）、業績連動報酬（構成比10%）、

株式取得型報酬（構成比7%）を目安とし、人事協議会において検討を行う。

・取締役会は人事協議会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個

人別の報酬等の内容を決定することとする。

ホ．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

・個人別の報酬額については、当社の業績等を勘案しつつ各取締役について評価を行うには代表取締役が適

しているとの理由から、取締役会決議に基づき代表取締役社長枝園統博がその具体的内容について委任を

受けるものとする。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び株式取得型報酬の額ならびに各取締

役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。

・取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、人事協議会に原案を諮問し答申

を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容にしたがって決定しなければな

らないこととする。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額

（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる

役員の員数

（人）基本報酬 株式取得型報酬 業績連動報酬

取締役

（社外取締役を除く）
150 138 11 0 7

監査役

（社外監査役を除く）
24 24 － － 4

社外役員 21 21 － － 6

 

③ 報酬等の総額が１億円以上である者の報酬等の総額

該当事項はありません。

 

④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

該当事項はありません。
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（５）【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を得ることを目的として保有する場合を「純

投資目的である投資株式」とし、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると判断した

場合等、純投資目的以外の目的で保有する場合を「純投資目的以外の目的である投資株式」としております。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の

内容

（保有方針）

当社は、投資先企業との取引関係維持・強化及び事業活動の関係などを総合的に勘案し、関係強化が当社グ

ループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると認められる場合に限り、上場株式を政策的に保

有します。

（保有の合理性を検証する方法）

株式の政策保有に際しては、半年ごとに、政策保有株式について保有目的、保有に伴う便益やリスクが資本

コストに見合っているか等を精査し、保有の適否を個別銘柄ごとに検証のうえ、保有継続の是非を取締役会に

おいて決定します。なお、検証の過程で保有意義が希薄であると判断される場合には、原則として縮減対象と

します。

検証項目は以下のとおりであります。

①株式保有先との取引関係有無

②株式保有先との直近の取引額

③株式保有先の収益状況

④年間受取配当金額・株式評価損益

⑤重大な不適切事案など保有継続の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況の有無

（個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容）

2025年６月及び2025年12月開催の取締役会において、政策保有株式の保有の適否を検証した結果、すべての

銘柄を継続保有しております。

 

ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額

 
銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（百万円）

非上場株式 18 117

非上場株式以外の株式 13 5,844

 

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

 
銘柄数
（銘柄）

株式数の増加に係る取得
価額の合計額（百万円）

株式数の増加の理由

非上場株式以外の株式 1 1 取引先持株会を通じた株式の取得

 

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

該当事項はありません。
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ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、業務提携等の概要、
定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株式の
保有の有無

株式数（株） 株式数（株）

貸借対照表計上額
（百万円）

貸借対照表計上額
（百万円）

住友林業株式会社

（注）２

1,113,000 371,000 　フローリング資材などの仕入先である

とともに、主要販売先でもあり、製造・

販売の両面においての関係強化を目的と

しております。（注）１

有

1,562 1,672

ニッコンホールディ

ングス株式会社

364,000 364,000 　物流業務における主要な委託先であ

り、関係強化を目的としております。

（注）１

有

1,548 979

アイカ工業株式会社

189,000 189,000
 　内装システム分野及び住設分野におけ

る仕入先であるとともに、木質ボード事

業では主要な販売先でもあり、製造・販

売の両面においての関係強化を目的とし

ております。（注）１

有

684 623

ＪＫホールディング

ス株式会社

383,684 383,684 　主要販売先であり、今後の販路拡大に

向けた関係強化を目的としております。

（注）１

有

546 385

ナイス株式会社

170,000 170,000 　主要販売先であり、今後の販路拡大に

向けた関係強化を目的としております。

（注）１

有

354 268

株式会社りそなホー

ルディングス

200,000 200,000  　当社グループにおける主要な取引金融

機関であり、金融取引や安定的な資金調

達の維持を目的としております。（注）

１

有

344 257

ＯＣＨＩホールディ

ングス株式会社

211,680 211,680 　主要販売先であり、今後の販路拡大に

向けた関係強化を目的としております。

（注）１

有

306 285

大日本印刷株式会社

63,000 63,000
　住宅資材事業及び木質ボード事業にお

ける仕入先であるとともに、木質ボード

事業では主要な販売先でもあり、製造・

販売の両面においての関係強化を目的と

しております。（注）１

有

178 133

北恵株式会社

128,000 128,000 　主要販売先であり、今後の販路拡大に

向けた関係強化を目的としております。

（注）１

有

113 103
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銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、業務提携等の概要、
定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株式の
保有の有無

株式数（株） 株式数（株）

貸借対照表計上額
（百万円）

貸借対照表計上額
（百万円）

ホクシン株式会社

1,000,000 1,000,000 　住宅資材事業における仕入先であり、

今後の安定的な取引の維持を目的として

おります。（注）１

有

106 106

トヨタ自動車株式会

社

15,000 15,000
　同社子会社は主要販売先であり、関係

強化を目的としております。（注）１
無

47 39

積水ハウス株式会社

12,922 12,402
　主要販売先であり、関係強化を目的と

しております。

　また、取引先持株会を通じた株式の取

得により株式数が増加しております。

（注）１

無

45 41

ＡＭＧホールディン

グス株式会社

3,000 3,000
　主要販売先であり、関係強化を目的と

しております。（注）１
無

7 5

（注）１ 定量的な保有効果の記載は困難でありますが、当社は、半年ごとに個別の政策保有株式について、収

益性、成長性、取引関係維持・強化の観点等から保有の適否を検証しており、現状保有する政策保有株

式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。

（注）２ 住友林業株式会社は2025年７月１日付で、同社普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行ってお

り、当事業年度については当該株式分割後の株式数を記載しております。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

純投資目的の投資株式を所有していませんので、該当事項はありません。
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５【従業員の状況等】

（１）【人材戦略に関する基本方針等】

① 人材戦略に関する基本方針等

当社グループの人材戦略に関する方針については、「第２　事業の状況　２　サステナビリティに関する考え

方及び取組　(6）人的資本への投資に関する取組」に記載のとおりであります。

 

② 従業員給与等の決定方針

企業価値の向上に貢献する経営・マネジメント・各専門分野の人材の確保のために、国内の労働市場の求人条

件の動向を注視しつつ、求人応募者の能力・経験等を適切に評価したうえで、当社グループへの入社動機につな

がる給与等をはじめとする条件提示を行います。

全従業員に対しては、役割・責任・スキル等に応じて設定した社員等級をもとに、市場水準等を考慮した基本

給を設定すると同時に、目標管理制度（Management by Objectives）を運用した結果に基づいて各従業員の業績

への貢献度を評価して賞与に反映します。

 

（２）【従業員の状況】

① 連結会社の状況

 2026年３月31日現在

セグメントの名称 従業員数（人）

住宅資材事業 1,166 （540）

木質ボード事業 226 （37）

報告セグメント計 1,392 （577）

その他 － （－）

共通部門 62 （17）

合計 1,454 （594）

（注）１．従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出

向者を含む。）であり、臨時雇用者数（契約社員、パートタイマー、人材会社からの派遣社員等を含む）は当

連結会計年度の平均人員を（ ）内に外数で記載しております。

２．共通部門として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているもの

であります。

② 提出会社の状況

     2026年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）
平均年間給与の
対前事業年度増減率

（％）

964 （373） 43.70 19.27 5,876,094 4.0

 

セグメントの名称 従業員数（人）

住宅資材事業 855 （350）

木質ボード事業 47 （6）

報告セグメント計 902 （356）

その他 － （－）

共通部門 62 （17）

合計 964 （373）

（注）１．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇

用者数（契約社員、パートタイマー、人材会社からの派遣社員等を含む）は当事業年度の平均人員を（ ）内

に外数で記載しております。
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２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３．共通部門として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているもの

であります。

③ 労働組合の状況

提出会社の労働組合は、日本労働組合総連合会傘下自治労全国一般評議会に所属し、2026年３月31日現在の組

合員数は732名であります。

なお、労使関係について特に記載すべき事項はありません。

 

④ 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の額の差異

提出会社

当事業年度

補足説明
管理的地位にある
労働者に占める女
性労働者の割合
（％）

 （注）１．

男性労働者の育児
休業取得率（％）
 （注）２．

労働者の男女の賃金の額の差異（％）
（注）１．

全労働者 正規雇用労働者 パート・有期労働者

2.2 82.4 68.8 67.3 98.6 －

（注）１．「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）の規定に基づき算出した

ものであります。

２．「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）

の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」

（平成３年労働省令第25号）第71条の６第１号における育児休業等の取得割合を算出したものでありま

す。
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）

に基づいて作成しております。

 

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しており

ます。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（2025年４月１日から2026年３月31日

まで）の連結財務諸表及び事業年度（2025年４月１日から2026年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任 あ

ずさ監査法人による監査を受けております。

 

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計基準等の内容

を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務

会計基準機構へ加入し、研修などを通じて情報を収集しております。
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１【連結財務諸表等】

(1)【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,740 5,623

受取手形 45 24

電子記録債権 10,604 10,255

売掛金 9,891 10,161

有価証券 1,000 －

製品 5,495 5,885

仕掛品 3,446 3,330

原材料及び貯蔵品 5,880 6,167

未収入金 1,560 1,625

未収還付法人税等 116 －

その他 663 1,071

貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 46,443 44,142

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※１,※２,※４ 10,742 ※１,※２,※４ 10,783

機械装置及び運搬具（純額） ※２,※４ 13,294 ※２,※４ 8,574

土地 ※１,※４ 6,972 ※１,※４ 6,975

リース資産（純額） ※２ 2,841 ※２ 1,228

建設仮勘定 417 340

その他（純額） ※２ 330 ※２ 639

有形固定資産合計 34,598 28,541

無形固定資産 756 943

投資その他の資産   

投資有価証券 ※３ 5,957 ※３ 6,949

出資金 7 7

長期前払費用 234 252

繰延税金資産 178 175

その他 551 540

貸倒引当金 △14 △7

投資その他の資産合計 6,915 7,918

固定資産合計 42,270 37,403

資産合計 88,714 81,545
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  (単位：百万円)

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,411 6,718

電子記録債務 513 542

短期借入金 175 175

１年内返済予定の長期借入金 ※１,※５ 1,466 ※１,※５ 1,816

リース債務 364 379

未払金 10,483 7,577

未払費用 623 642

未払法人税等 102 431

未払消費税等 198 368

賞与引当金 617 573

その他 771 962

流動負債合計 21,729 20,187

固定負債   

長期借入金 ※１,※５ 19,857 ※１,※５ 18,775

繰延税金負債 133 653

退職給付に係る負債 2,434 2,383

環境対策引当金 9 9

負ののれん 18 －

長期預り保証金 84 94

リース債務 2,655 2,326

固定負債合計 25,193 24,243

負債合計 46,922 44,430

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,285 3,285

資本剰余金 1,370 1,370

利益剰余金 37,404 34,116

自己株式 △820 △820

株主資本合計 41,239 37,950

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,495 3,139

為替換算調整勘定 177 177

退職給付に係る調整累計額 186 259

繰延ヘッジ損益 150 321

その他の包括利益累計額合計 3,010 3,897

非支配株主持分 △2,458 △4,732

純資産合計 41,791 37,115

負債純資産合計 88,714 81,545
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

(自　2024年４月１日
　至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
　至　2026年３月31日)

売上高 ※１ 71,202 ※１ 73,774

売上原価 ※３ 56,440 ※３ 57,766

売上総利益 14,762 16,008

販売費及び一般管理費 ※２,※３ 15,055 ※２,※３ 15,288

営業利益又は営業損失（△） △293 719

営業外収益   

受取利息 13 20

受取配当金 154 170

為替差益 11 17

負ののれん償却額 29 18

持分法による投資利益 17 12

雑収入 112 97

営業外収益合計 338 336

営業外費用   

支払利息 367 387

雑損失 77 163

営業外費用合計 444 551

経常利益又は経常損失（△） △398 504

特別利益   

固定資産売却益 ※４ 5 ※４ 1

受取保険金 ※６ 70 ※６ 81

災害損失引当金戻入額 3 －

特別利益合計 79 82

特別損失   

減損損失 28 ※７ 5,171

固定資産除却損 ※５ 15 ※５ 29

固定資産撤去費用 28 10

特別損失合計 72 5,211

税金等調整前当期純損失（△） △392 △4,624

法人税、住民税及び事業税 323 534

法人税等調整額 139 54

法人税等合計 462 589

当期純損失（△） △854 △5,213

非支配株主に帰属する当期純損失（△） △825 △2,366

親会社株主に帰属する当期純損失（△） △29 △2,846
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【連結包括利益計算書】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(自　2024年４月１日
　至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
　至　2026年３月31日)

当期純損失（△） △854 △5,213

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 16 643

退職給付に係る調整額 42 72

繰延ヘッジ損益 217 262

その他の包括利益合計 ※１ 276 ※１ 979

包括利益 △578 △4,234

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 171 △1,959

非支配株主に係る包括利益 △749 △2,274

 

EDINET提出書類

永大産業株式会社(E00631)

有価証券報告書

 57/105



③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

    (単位：百万円)

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 3,285 1,370 37,876 △820 41,710

当期変動額      

剰余金の配当   △441  △441

親会社株主に帰属する
当期純損失（△）

  △29  △29

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

     

当期変動額合計 － － △471 － △471

当期末残高 3,285 1,370 37,404 △820 41,239

 

        

 その他の包括利益累計額
非支配株主
持分

純資産合計
 

その他有価
証券評価差
額金

為替換算
調整勘定

退職給付に
係る調整累
計額

繰延ヘッジ
損益

その他の包
括利益累計
額合計

当期首残高 2,479 177 143 9 2,809 △1,708 42,811

当期変動額        

剰余金の配当       △441

親会社株主に帰属する
当期純損失（△）

      △29

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

16 － 42 141 200 △749 △549

当期変動額合計 16 － 42 141 200 △749 △1,020

当期末残高 2,495 177 186 150 3,010 △2,458 41,791

 

EDINET提出書類

永大産業株式会社(E00631)

有価証券報告書

 58/105



当連結会計年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

    (単位：百万円)

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 3,285 1,370 37,404 △820 41,239

当期変動額      

剰余金の配当   △441  △441

親会社株主に帰属する
当期純損失（△）

  △2,846  △2,846

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

     

当期変動額合計 － － △3,288 － △3,288

当期末残高 3,285 1,370 34,116 △820 37,950

 

        

 その他の包括利益累計額
非支配株主
持分

純資産合計
 

その他有価
証券評価差
額金

為替換算
調整勘定

退職給付に
係る調整累
計額

繰延ヘッジ
損益

その他の包
括利益累計
額合計

当期首残高 2,495 177 186 150 3,010 △2,458 41,791

当期変動額        

剰余金の配当       △441

親会社株主に帰属する
当期純損失（△）

      △2,846

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

643 － 72 170 887 △2,274 △1,387

当期変動額合計 643 － 72 170 887 △2,274 △4,676

当期末残高 3,139 177 259 321 3,897 △4,732 37,115
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

(自　2024年４月１日
　至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △392 △4,624

減価償却費 3,412 3,489

減損損失 28 5,171

受取保険金 △70 △81

災害損失引当金戻入額 △3 －

負ののれん償却額 △29 △18

持分法による投資損益（△は益） △17 △12

賞与引当金の増減額（△は減少） 39 △44

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △47 △50

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） 128 106

受取利息及び受取配当金 △168 △191

支払利息 367 387

為替差損益（△は益） △0 1

固定資産売却損益（△は益） △5 △1

固定資産除却損 15 29

固定資産撤去費用 28 10

売上債権の増減額（△は増加） 1,065 101

棚卸資産の増減額（△は増加） △542 △561

その他の資産の増減額（△は増加） 304 △156

仕入債務の増減額（△は減少） 339 317

未払費用の増減額（△は減少） △34 9

未払金の増減額（△は減少） △4,644 △2,803

その他の負債の増減額（△は減少） △855 363

小計 △1,083 1,443

利息及び配当金の受取額 168 193

利息の支払額 △358 △378

法人税等の支払額 △1,040 △226

法人税等の還付額 － 116

災害損失の支払額 △61 －

保険金の受取額 70 81

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,305 1,228

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △1,240 △1,523

定期預金の払戻による収入 1,240 1,376

有価証券の償還による収入 － 1,000

有形固定資産の取得による支出 △1,908 △2,332

有形固定資産の売却による収入 13 1

無形固定資産の取得による支出 △218 △470

投資有価証券の取得による支出 △1 △1

子会社株式の取得による支出 － △40

その他 △31 3

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,145 △1,985

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 1,015 735

長期借入金の返済による支出 △1,466 △1,466

リース債務の返済による支出 △333 △330

配当金の支払額 △441 △441

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,227 △1,504

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,677 △2,262

現金及び現金同等物の期首残高 12,797 7,120

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 7,120 ※１ 4,857
 

EDINET提出書類

永大産業株式会社(E00631)

有価証券報告書

 60/105



【注記事項】

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数 4社

永大小名浜株式会社

Eidai Vietnam Co.,Ltd.

ＥＮボード株式会社

関東住設産業株式会社

(2）非連結子会社の名称等

永大スタッフサービス株式会社

PT. Eidai Industries Indonesia

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰

余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。

なお、PT. Eidai Industries Indonesiaは清算手続き中であります。

 

２．持分法の適用に関する事項

(1）持分法適用の関連会社数 1社

エヌ・アンド・イー株式会社

(2）持分法を適用していない非連結子会社（永大スタッフサービス株式会社、PT. Eidai Industries Indonesia）

は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても

連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外して

おります。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、Eidai Vietnam Co.,Ltd.の決算日は、12月31日であります。

連結財務諸表の作成に当たっては、同決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、１月１日から連結決

算日３月31日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

４．会計方針に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券

(イ）満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

(ロ）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(ハ）その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

ロ．デリバティブ

時価法

ハ．棚卸資産

(イ）製品・仕掛品

主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法に

より算定）

(ロ）原材料

主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法

により算定）

(ハ）貯蔵品

主として最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定）
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(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産（リース資産を除く）

当社は定率法を採用しております。また、連結子会社は主として定額法を採用しております。

ただし、当社及び国内連結子会社は1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016

年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物 ３年～50年

機械装置及び運搬具 ２年～14年

ロ．無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、ソフトウェア（自社利用）については、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。

ハ．リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零（残価保証の取決めがある場合は当該残価保証額）とする定額

法を採用しております。

ニ．長期前払費用

均等償却しております。

(3）重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収の可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

ハ．環境対策引当金

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」に基づくＰＣＢ処理費用等の支出に

備えるため、今後発生することとなる支出見込額を計上しております。

(4）退職給付に係る会計処理の方法

イ．退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法について

は、給付算定式基準によっております。

ロ．数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退

職給付に係る調整累計額に計上しております。

ハ．小規模企業等における簡便法の採用

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、期末自己都合要支給額を退職給付債

務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(5）重要な収益及び費用の計上基準

当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該

履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

当社及び連結子会社は、住宅資材及び木質ボードの製造・販売を主たる事業としており、顧客との契約に基づ

いて製品等を引き渡す履行義務を負っております。

当該履行義務は、製品等を引き渡す一時点において、顧客が製品に対する支配を獲得して充足されると判断

し、引渡時点で収益を認識しております。

製品等の販売は国内の顧客に対するものであり、「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第30号 2024年９月13日）第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品の出荷から当該製品の支配が顧

客に移転されるまでの期間が通常の期間であることから、製品を出荷した時点で収益を認識しております。ま

た、顧客との契約において約束された対価から値引き及びリベート等を控除しております。

なお、取引の対価は履行義務を充足してから１年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりませ

ん。
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(6）重要なヘッジ会計の方法

イ．ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金利息

ハ．ヘッジ方針

借入金利息の金利変動リスクを回避するため、金利スワップを利用しております。

二．ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象の時価変動額とヘッジ手段の時価変動額の比率を確認し、有効性を判定しております。

(7）のれんの償却方法及び償却期間

2010年４月１日前に行われた企業結合により発生した負ののれんは、その効果の発現する期間にわたって均等

に償却することとしております。ただし、金額が僅少な場合は、発生年度で一括償却しております。

(8）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

(9）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

グループ通算制度の適用

当社及び一部の国内連結子会社は、グループ通算制度を適用しております。

 

（重要な会計上の見積り）

固定資産の減損損失

(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

（単位：百万円）

 前連結会計年度 当連結会計年度

有形固定資産 34,598 28,541

無形固定資産 756 943

減損損失 28 5,171

 

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

① 算出方法

当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す単位として、事業用資産については会社ごとの事業の種

類別セグメントの区分別に、処分予定資産、遊休資産については個別資産別にグルーピングを行っておりま

す。

有形固定資産及び無形固定資産に減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割

引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定し、

減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損

失として計上します。なお、回収可能価額は、正味売却価額と使用価値のいずれか高い方の金額により測定

しております。

当連結会計年度の連結財務諸表に計上した減損損失5,171百万円のうち、ＥＮボード株式会社の固定資産に

係る減損損失は5,147百万円であります。また、当連結会計年度末の同社の有形固定資産及び無形固定資産は

14,812百万円であります。

同社は日本ノボパン工業株式会社との合弁で設立したパーティクルボード製造子会社であり、2022年11月

より商用生産を開始しております。しかしながら、商用生産開始以降、当連結会計年度に至るまで継続して

営業損失を計上しており、当初の事業計画との乖離も生じております。これらにより、減損の兆候があると

認められることから、減損損失の認識要否について検討いたしました。その結果、割引前将来キャッシュ・

フローの総額が固定資産の帳簿価額を下回っていることから、減損損失の認識が必要と判定し、固定資産の

帳簿価額と回収可能価額との差額を減損損失として計上しております。なお、回収可能価額は正味売却価額

が使用価値を上回るため、正味売却価額により測定しており、正味売却価額は専門家による鑑定評価等に基

づいて算定しております。

② 主要な仮定

機械装置等の正味売却価額の主要な仮定は、主に当該設備の製造元より入手した現在の価格情報及び物理

的、機能的、経済的要因による一定割合の価値の減少であります。
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土地や建物の正味売却価額の主要な仮定は、土地の市場価格及び類似建物の建築費等の動向を参考にした

建物等の再調達原価であります。

 

③ 翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

機械装置等については、当該設備の価格下落や設備の使用状況、外部環境の変化等により資産価値が減少

した場合に、土地や建物については、不動産鑑定評価額が下落した場合に、翌連結会計年度において減損損

失を認識する可能性があります。

 

（未適用の会計基準等）

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年９月13日　企業会計基準委員会）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年９月13日　企業会計基準委

員会）　等

 

(1）概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の

全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準

を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、

IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性

が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指した

リース会計基準等が公表されました。

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファ

イナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権

資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

 

(2）適用予定日

2028年３月期の期首から適用します。

 

(3）当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中で

あります。

 

（表示方法の変更）

前連結会計年度まで独立掲記しておりました営業外収益の「仕入割引」は金額的重要性が乏しいため、当連結

会計年度より営業外収益の「雑収入」に含めて表示することといたしました。この表示方法の変更を反映させる

ため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、営業外収益の「仕入割引」に表示しておりました４百

万円は、営業外収益の「雑収入」として組み替えております。

 

（連結貸借対照表関係）

※１ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度
（2025年３月31日）

当連結会計年度
（2026年３月31日）

建物及び構築物 4,607百万円 4,375百万円

土地 2,783 2,783

計 7,390 7,158

 

担保付債務は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度
（2025年３月31日）

当連結会計年度
（2026年３月31日）

1年内返済予定の長期借入金 1,466百万円 1,466百万円

長期借入金 17,232 15,765

計 18,699 17,232
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※２ 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度
（2025年３月31日）

当連結会計年度
（2026年３月31日）

有形固定資産の減価償却累計額 41,908百万円 44,671百万円

 

※３ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

 
前連結会計年度
（2025年３月31日）

当連結会計年度
（2026年３月31日）

投資有価証券（株式） 935百万円 987百万円

 

※４ 国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額及びその内訳は、次のとおりであり

ます。

 
前連結会計年度
（2025年３月31日）

当連結会計年度
（2026年３月31日）

建物及び構築物 217百万円 217百万円

機械装置及び運搬具 798 796

土地 300 300

計 1,315 1,313

 

※５ 財務制限条項

前連結会計年度（2025年３月31日）

当社の連結子会社であるＥＮボード株式会社の長期借入金（１年以内に返済予定のものを含む）のうち

18,699百万円について、期限の利益喪失に係る財務制限条項が付されており、当該条項の内容は次のとおりで

あります。

①2023年３月期以降、ＥＮボード株式会社の各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資

産の部の金額と当社及び日本ノボパン工業株式会社からの借入金の合計金額を０円以上に維持すること。

②2026年３月期以降、ＥＮボード株式会社の各年度の決算期における単体の損益計算書の経常損益を２期連

続して損失とならないようにすること。

③2023年３月期以降、当社の各年度の決算期における単体の損益計算書の経常損益を２期連続して損失とな

らないようにすること。ただし、当社からＥＮボード株式会社への貸付金に対する貸倒引当金繰入額は、

当該金額を経常損益に加算して算出するものとする。

④2023年９月期以降、日本ノボパン工業株式会社の各年度の決算期における単体の損益計算書の経常損益を

２期連続して損失とならないようにすること。ただし、日本ノボパン工業株式会社からＥＮボード株式会

社への貸付金に対する貸倒引当金繰入額は、当該金額を経常損益に加算して算出するものとする。

なお、当連結会計年度末において、財務制限条項に抵触しておりません。

 

当連結会計年度（2026年３月31日）

(1）当社の連結子会社であるＥＮボード株式会社の長期借入金（１年以内に返済予定のものを含む）のうち

11,201百万円について、以下の期限の利益喪失に係る財務制限条項が付されております。

①2023年３月期以降、ＥＮボード株式会社の各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純

資産の部の金額と当社及び日本ノボパン工業株式会社からの借入金の合計金額を０円以上に維持するこ

と。

②2026年３月期以降、ＥＮボード株式会社の各年度の決算期における単体の損益計算書の経常損益を２期

連続して損失とならないようにすること。

③2023年３月期以降、当社の各年度の決算期における単体の損益計算書の経常損益を２期連続して損失と

ならないようにすること。ただし、当社からＥＮボード株式会社への貸付金に対する貸倒引当金繰入額

は、当該金額を経常損益に加算して算出するものとする。

当連結会計年度において、上記①の財務制限条項に抵触しておりますが、金融機関より期限の利益喪失に

係る権利行使を行わない旨の同意を得ております。
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(2）当社の連結子会社であるＥＮボード株式会社の長期借入金（１年以内に返済予定のものを含む）のうち

3,013百万円について、以下の期限の利益喪失に係る財務制限条項が付されております。

①2023年３月期以降、ＥＮボード株式会社の各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純

資産の部の金額と当社及び日本ノボパン工業株式会社からの借入金の合計金額を０円以上に維持するこ

と。

②2026年３月期以降、ＥＮボード株式会社の各年度の決算期における単体の損益計算書の経常損益を２期

連続して損失とならないようにすること。

③2023年９月期以降、日本ノボパン工業株式会社の各年度の決算期における単体の損益計算書の経常損益

を２期連続して損失とならないようにすること。ただし、日本ノボパン工業株式会社からＥＮボード株

式会社への貸付金に対する貸倒引当金繰入額は、当該金額を経常損益に加算して算出するものとする。

当連結会計年度において、上記①の財務制限条項に抵触しておりますが、金融機関より期限の利益喪失に

係る権利行使を行わない旨の同意を得ております。

 

(3）当社の連結子会社であるＥＮボード株式会社の長期借入金（１年以内に返済予定のものを含む）のうち

3,018百万円について、以下の期限の利益喪失に係る財務制限条項が付されております。なお、当連結会

計年度末において、財務制限条項に抵触しておりません。

①2027年３月期以降、ＥＮボード株式会社の各年度の決算期における単体の損益計算書の経常損益を２期

連続して損失とならないようにすること。

②2023年９月期以降、日本ノボパン工業株式会社の各年度の決算期における単体の損益計算書の経常損益

を２期連続して損失とならないようにすること。ただし、日本ノボパン工業株式会社からＥＮボード株

式会社への貸付金に対する貸倒引当金繰入額は、当該金額を経常損益に加算して算出するものとする。

 

（連結損益計算書関係）

※１　顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客と

の契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項（収益認識関係）１．顧客との契約から生じる収益を

分解した情報」に記載しております。

 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自 2024年４月１日
　　至 2025年３月31日）

当連結会計年度
（自 2025年４月１日
　　至 2026年３月31日）

荷造運送費 4,508百万円 4,514百万円

給与手当 4,466 4,693

賞与引当金繰入額 359 332

退職給付費用 190 178

 

※３ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額

 
前連結会計年度

（自 2024年４月１日
　　至 2025年３月31日）

当連結会計年度
（自 2025年４月１日
　　至 2026年３月31日）

　 587百万円 629百万円

 

EDINET提出書類

永大産業株式会社(E00631)

有価証券報告書

 66/105



※４ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自 2024年４月１日
至 2025年３月31日）

当連結会計年度
（自 2025年４月１日
至 2026年３月31日）

建物及び構築物 1百万円 －百万円

機械装置及び運搬具 0 1

土地 2 －

その他 0 －

計 5 1

 

※５ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自 2024年４月１日
至 2025年３月31日）

当連結会計年度
（自 2025年４月１日
至 2026年３月31日）

建物及び構築物 9百万円 6百万円

機械装置及び運搬具 5 21

その他 0 0

計 15 29
 
 

※６ 受取保険金

前連結会計年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）

2024年3月期の当社敦賀事業所ＰＢ工場素材工程及び当社の連結子会社であるＥＮボード株式会社において発

生した火災事故による受取保険金を計上しております。

 

当連結会計年度（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日）

2024年３月期の当社の連結子会社であるＥＮボード株式会社において発生した火災事故等による受取保険金を

計上しております。

 

※７ 減損損失

当連結会計年度（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日）

場所 用途 種類 金額（百万円）

ＥＮボード株式会社

（静岡県駿東郡小山町）

木質ボード

事業用資産

機械装置及び運搬具 3,754

リース資産 1,393

永大産業株式会社

（福井県敦賀市）

木質ボード

事業用資産
機械装置及び運搬具 23

永大産業株式会社

（山口県熊毛郡平生町）
遊休資産 機械装置及び運搬具 0

永大産業株式会社

（福井県敦賀市）
遊休資産 機械装置及び運搬具 0

当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す単位として、事業用資産については会社ごとの事業の種類別

セグメントの区分別に、処分予定資産、遊休資産については個別資産別にグルーピングを行っております。

当連結会計年度において、当社及び当社の連結子会社であるＥＮボード株式会社の保有する木質ボード事業用

資産に収益性の低下が見られることから、当資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を

減損損失として計上しております。また、今後の使用見込みのない遊休資産については、帳簿価額を回収可能価

額まで減額し当該減少額を減損損失として計上しております。

なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、ＥＮボード株式会社にかかる固定資産の正味売却価

額は専門家による鑑定評価等に基づいて算定しております。また、当社の固定資産については、回収可能価額を

零として算定しております。
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（連結包括利益計算書関係）

※１ その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

 
前連結会計年度

（自 2024年４月１日
至 2025年３月31日）

当連結会計年度
（自 2025年４月１日
至 2026年３月31日）

その他有価証券評価差額金：   

当期発生額 74百万円 938百万円

法人税等及び税効果額 △57 △295

その他有価証券評価差額金 16 643

退職給付に係る調整額：   

当期発生額 132 128

組替調整額 △3 △22

法人税等及び税効果額 △85 △33

退職給付に係る調整額 42 72

繰延ヘッジ損益：   

当期発生額 333 402

法人税等及び税効果額 △115 △139

繰延ヘッジ損益 217 262

その他の包括利益合計 276 979

 

（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 

当連結会計年度期首

株式数（千株）

当連結会計年度増加

株式数（千株）

当連結会計年度減少

株式数（千株）

当連結会計年度末

株式数（千株）

発行済株式     

普通株式 46,783 － － 46,783

合計 46,783 － － 46,783

自己株式     

普通株式 2,588 － － 2,588

合計 2,588 － － 2,588

 

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2024年６月27日

定時株主総会
普通株式 220 5.0 2024年３月31日 2024年６月28日

2024年11月11日

取締役会
普通株式 220 5.0 2024年９月30日 2024年12月６日

 
(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2025年６月26日

定時株主総会
普通株式 220 利益剰余金 5.0 2025年３月31日 2025年６月27日
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当連結会計年度（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 

当連結会計年度期首

株式数（千株）

当連結会計年度増加

株式数（千株）

当連結会計年度減少

株式数（千株）

当連結会計年度末

株式数（千株）

発行済株式     

普通株式 46,783 － － 46,783

合計 46,783 － － 46,783

自己株式     

普通株式 2,588 － － 2,588

合計 2,588 － － 2,588

 

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2025年６月26日

定時株主総会
普通株式 220 5.0 2025年３月31日 2025年６月27日

2025年11月10日

取締役会
普通株式 220 5.0 2025年９月30日 2025年12月５日

 
(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
次の剰余金の配当に関する事項は、2026年６月26日開催予定の定時株主総会の決議事項となっております。

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2026年６月26日

定時株主総会
普通株式 220 利益剰余金 5.0 2026年３月31日 2026年６月29日

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
 

前連結会計年度
（自 2024年４月１日
至 2025年３月31日）

当連結会計年度
（自 2025年４月１日
至 2026年３月31日）

現金及び預金勘定 7,740百万円 5,623百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △620 △765 

現金及び現金同等物 7,120 4,857 

 

 ２ 重要な非資金取引の内容

ファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額

 
 

前連結会計年度
（自 2024年４月１日
至 2025年３月31日）

当連結会計年度
（自 2025年４月１日
至 2026年３月31日）

ファイナンス・リース取引に係る資産の額 7百万円 57百万円

ファイナンス・リース取引に係る債務の額 7 57 
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（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、運転資金及び設備投資等の必要な資金に対し、自己資金及び金融機関等からの借入にて充当し

ており、一時的な余裕資金は主に流動性の高い金融資産で運用しております。

(2）金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、有価証券

及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式、その他有価証券であり、市

場価格を有するものは、その変動リスクに晒されております。

営業債務である買掛金及び電子記録債務は、そのほとんどが４ヶ月以内の支払期日であり、一部外貨建の営業債

務については、為替の変動リスクに晒されております。

借入金は、運転資金及び設備投資資金の調達を目的としており、このうち一部は、変動金利であるため金利の変

動リスクに晒されております。

(3）金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行に係るリスク）の管理

当社は与信管理規程に従い、営業債権について、各営業部門及び営業本部が主要な取引先の状況を定期的にモ

ニタリングし、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握

や軽減を図っております。

連結子会社についても、当社の与信管理規程に準じて、同様の管理を行っております。

満期保有目的の債券は、社債を中心として、有価証券運用管理規程に従い運用しております。

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

投資有価証券については、定期的に市場価格や発行体（取引先企業）の財務状況を把握し、また、満期保有目

的の債券以外のものについては、取引先企業との関係を勘案して保有状況を定期的に見直しております。

外貨建の営業債務については、為替の変動を継続的にモニタリングし、必要に応じて先物為替予約等の利用を

検討しております。

借入金については、金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用しております。なお、ヘッ

ジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の連結財

務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計方針に関する事項 (6) 重要なヘッジ会計の方法」をご参

照ください。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

当社は、各部門等からの報告に基づき担当部署が適時に当社グループ全体の資金繰計画を作成・更新するとと

もに、売上債権の流動化や金融機関との当座貸越枠の設定など、資金調達手段を多様化することで流動性リスク

を管理しております。

(4）信用リスクの集中

当連結会計年度の連結決算日現在における営業債権のうち27％が特定の大口顧客に対するものであります。
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２．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

前連結会計年度（2025年３月31日）

 
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

(1）有価証券 1,000 997 △2

(2）投資有価証券 4,903 4,903 －

資産計 5,903 5,900 △2

(1）長期借入金

(1年内返済予定の長期借入

金を含む)

21,324 21,216 △108

(2）リース債務

(1年内返済予定のリース債

務を含む)

3,019 2,998 △21

負債計 24,344 24,214 △129

デリバティブ取引　(*2) 355 355 －

 

当連結会計年度（2026年３月31日）

 
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

(1）投資有価証券 5,844 5,844 －

資産計 5,844 5,844 －

(1）長期借入金

(1年内返済予定の長期借入

金を含む)

20,592 20,395 △196

(2）リース債務

(1年内返済予定のリース債

務を含む)

2,706 2,689 △17

負債計 23,299 23,085 △214

デリバティブ取引　(*2) 757 757 －

(*1) 「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近

似するものであることから、記載を省略しております。

また、「電子記録債権」、「売掛金」、「支払手形及び買掛金」、「電子記録債務」、「短期借入金」、

「未払金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省

略しております。

(*2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

(*3) 市場価格のない株式等は、前連結会計年度の「(2）投資有価証券」及び当連結会計年度の「(1）投資有価

証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

区分 前連結会計年度（百万円） 当連結会計年度（百万円）

非上場株式 1,054 1,105
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（注）１．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（2025年３月31日）

 
１年以内
 (百万円）

１年超
５年以内
 (百万円）

５年超
10年以内
 (百万円）

10年超
 (百万円）

現金及び預金 7,740 － － －

受取手形 45 － － －

電子記録債権 10,604 － － －

売掛金 9,891 － － －

有価証券     

満期保有目的の債券     

 社債 1,000 － － －

合計 29,282 － － －

 

当連結会計年度（2026年３月31日）

 
１年以内
 (百万円）

１年超
５年以内
 (百万円）

５年超
10年以内
 (百万円）

10年超
 (百万円）

現金及び預金 5,623 － － －

受取手形 24 － － －

電子記録債権 10,255 － － －

売掛金 10,161 － － －

合計 26,064 － － －

 

（注）２．借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度（2025年３月31日）

 
１年以内
（百万円）

１年超
２年以内
（百万円）

２年超
３年以内
（百万円）

３年超
４年以内
（百万円）

４年超
５年以内
（百万円）

５年超
（百万円）

短期借入金 175 － － － － －

長期借入金 1,466 1,816 1,816 1,466 3,286 11,470

リース債務 364 371 369 381 391 1,141

合計 2,006 2,187 2,186 1,848 3,678 12,611

 

当連結会計年度（2026年３月31日）

 
１年以内
（百万円）

１年超
２年以内
（百万円）

２年超
３年以内
（百万円）

３年超
４年以内
（百万円）

４年超
５年以内
（百万円）

５年超
（百万円）

短期借入金 175 － － － － －

長期借入金 1,816 1,816 1,466 3,286 2,306 9,898

リース債務 379 382 394 404 374 772

合計 2,371 2,199 1,860 3,691 2,680 10,670
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類

しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定

の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係る

インプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属す

るレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

(1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

前連結会計年度（2025年３月31日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券     

その他有価証券     

株式 4,903 － － 4,903

デリバティブ取引 － 355 － 355

資産計 4,903 355 － 5,258

 

当連結会計年度（2026年３月31日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券     

その他有価証券     

株式 5,844 － － 5,844

デリバティブ取引 － 757 － 757

資産計 5,844 757 － 6,601

 

(2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前連結会計年度（2025年３月31日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券     

満期保有目的の債券     

社債 － 997 － 997

資産計 － 997 － 997

長期借入金

（1年内返済予定の長期

借入金を含む）

－ 21,216 － 21,216

リース債務

（1年内返済予定のリー

ス債務を含む）

－ 2,998 － 2,998

負債計 － 24,214 － 24,214
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当連結会計年度（2026年３月31日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金

（1年内返済予定の長期

借入金を含む）

－ 20,395 － 20,395

リース債務

（1年内返済予定のリー

ス債務を含む）

－ 2,689 － 2,689

負債計 － 23,085 － 23,085

 

（注） 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時

価をレベル１の時価に分類しております。

 

デリバティブ取引

金利スワップの時価は、市場気配値に基づいたインプットを用いて割引現在価値法により算定された取

引先金融機関から提示された価格によって評価しており、レベル２の時価に分類しております。

 

有価証券

当社が保有している社債は、業者間市場における売買価格又は売買気配値に基づいたインプットを用い

て同残存期間の国債の利回り、スワップ・レート等を基準に発行体等の信用度及び流動性等を考慮し算定

された取引先金融機関から提示された価格によって評価しており、レベル２の時価に分類しております。

 

長期借入金（1年内返済予定の長期借入金を含む）

長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、

割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

 

リース債務（1年内返済予定のリース債務を含む）

リース債務の時価は、元利金の合計額を同様の新規リースを行った場合に想定される利率で割り引いて

現在価値を算定しており、レベル２の時価に分類しております。

 

（有価証券関係）

１．満期保有目的の債券

前連結会計年度（2025年３月31日）

 種類
連結貸借対照表
計上額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

時価が連結貸借対照表計上額

を超えるもの
社債 － － －

時価が連結貸借対照表計上額

を超えないもの
社債 1,000 997 △2

合計 1,000 997 △2

 

当連結会計年度（2026年３月31日）

該当事項はありません。
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２．その他有価証券

前連結会計年度（2025年３月31日）

 種類
連結貸借対照表
計上額（百万円）

取得価額
（百万円）

差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの
株式 4,797 1,268 3,528

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの
株式 106 126 △20

合計 4,903 1,394 3,508

（注） 非上場株式（連結貸借対照表計上額 1,054百万円）については、市場価格がないため、上表の「その他有価証
券」には含めておりません。
 

当連結会計年度（2026年３月31日）

 種類
連結貸借対照表
計上額（百万円）

取得価額
（百万円）

差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの
株式 5,738 1,270 4,467

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの
株式 106 126 △20

合計 5,844 1,396 4,447

（注） 非上場株式（連結貸借対照表計上額 1,105百万円）については、市場価格がないため、上表の「その他有価証
券」には含めておりません。

 
 
（デリバティブ取引関係）

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はありません。

 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

金利関連

前連結会計年度（2025年３月31日）

ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象
契約額等

（百万円）

契約額等の

うち１年超

（百万円）

時価

(百万円)

原則的処理方法

金利スワップ取引

受取変動・

支払固定

長期借入金 9,349 8,616 355

 
 

当連結会計年度（2026年３月31日）

ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象
契約額等

（百万円）

契約額等の

うち１年超

（百万円）

時価

(百万円)

原則的処理方法

金利スワップ取引

受取変動・

支払固定

長期借入金 8,616 7,882 757

 
 

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

 当社及び国内連結子会社は、退職一時金制度及び確定拠出年金制度を併用しております。なお、国内連結子会社

は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。

 また、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職

金を支払う場合があります。
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２．確定給付制度

(1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（(2）に掲げられた簡便法を適用した制度を除く）

 
前連結会計年度

（自 2024年４月１日
至 2025年３月31日）

当連結会計年度
（自 2025年４月１日
至 2026年３月31日）

退職給付債務の期首残高 2,120百万円 2,031百万円

勤務費用 141 130

利息費用 25 37

数理計算上の差異の発生額 △132 △128

退職給付の支払額 △130 △83

その他 7 －

退職給付債務の期末残高 2,031 1,986

 

(2）簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

 
前連結会計年度

（自 2024年４月１日
至 2025年３月31日）

当連結会計年度
（自 2025年４月１日
至 2026年３月31日）

退職給付に係る負債の期首残高 361百万円 402百万円

退職給付費用 50 31

退職給付の支払額 △9 △37

退職給付に係る負債の期末残高 402 396

 

(3）退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表

 
前連結会計年度

（2025年３月31日）

当連結会計年度

（2026年３月31日）

非積立型制度の退職給付債務 2,434百万円 2,383百万円

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,434 2,383

   

退職給付に係る負債 2,434 2,383

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,434 2,383

 

(4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

 
前連結会計年度

（自 2024年４月１日
至 2025年３月31日）

当連結会計年度
（自 2025年４月１日
至 2026年３月31日）

勤務費用 141百万円 130百万円

利息費用 25 37

数理計算上の差異の費用処理額 △3 △22

簡便法で計算した退職給付費用 50 31

その他 △12 △11

確定給付制度に係る退職給付費用 201 164

 

(5）退職給付に係る調整額

 退職給付に係る調整額に計上した項目（法人税等及び税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自 2024年４月１日
至 2025年３月31日）

当連結会計年度
（自 2025年４月１日
至 2026年３月31日）

数理計算上の差異 △128百万円 △106百万円

合 計 △128 △106
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(6）退職給付に係る調整累計額

 退職給付に係る調整累計額に計上した項目（法人税等及び税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（2025年３月31日）

当連結会計年度

（2026年３月31日）

未認識数理計算上の差異 △272百万円 △378百万円

合 計 △272 △378

 

(7）数理計算上の計算基礎に関する事項

 主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）

 
前連結会計年度

（2025年３月31日）

当連結会計年度

（2026年３月31日）

割引率 2.07％ 3.16％

予想昇給率 3.68％ 3.56％

 

３．確定拠出制度

当社及び国内連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度129百万円、当連結会計年度131百万円

であります。

 

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前連結会計年度

（2025年３月31日）

 

 

当連結会計年度

（2026年３月31日）

繰延税金資産    

税務上の繰越欠損金（注）２ 2,610百万円 3,090百万円

減損損失 64  1,851

退職給付に係る負債 771  750

賞与引当金 185  176

関係会社株式評価損 170  170

投資有価証券評価損 122  122

その他 185  197

繰延税金資産小計 4,111  6,360

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注）２ △2,532  △3,090

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △386  △2,176

評価性引当額小計（注）１ △2,919  △5,266

繰延税金資産合計 1,191  1,093

繰延税金負債    

その他有価証券評価差額金 1,013  1,308

繰延ヘッジ損益 123  263

負ののれん 9  －

その他 0  －

繰延税金負債合計 1,146  1,571

繰延税金資産の純額（△は負債） 44  △478
 

（注）１．評価性引当額が2,347百万円増加しております。この主な内容は、連結子会社のＥＮボード株式会社に

おける減損損失及び繰越欠損金に係る評価性引当額の増加によるものです。

（注）２ 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前連結会計年度（2025年３月31日）

 
１年以内

（百万円）

１年超

５年以内

（百万円）

５年超

（百万円）

合計

（百万円）

税務上の繰越欠損金(※) － 67 2,543 2,610

評価性引当額 － － △2,532 △2,532

繰延税金資産 － 67 10 77

（※） 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
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当連結会計年度（2026年３月31日）

 
１年以内

（百万円）

１年超

５年以内

（百万円）

５年超

（百万円）

合計

（百万円）

税務上の繰越欠損金(※) － 122 2,968 3,090

評価性引当額 － △122 △2,968 △3,090

繰延税金資産 － － 0 0

（※） 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

前連結会計年度及び当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失のため注記を省略しております。

 

３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社及び一部の国内連結子会社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用す

る場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年８月12日）に従って、法人税及び地方

法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

 

（収益認識関係）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前連結会計年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

（単位：百万円）

 

報告セグメント

その他
（注）

合計
住宅資材 木質ボード

計
建材分野 内装分野 住設分野

パーティクル

ボード分野

顧客との契約から
生じる収益

27,460 26,102 7,302 10,211 71,076 32 71,108

その他の収益 － － － － － 93 93

外部顧客への売上高 27,460 26,102 7,302 10,211 71,076 126 71,202

（注） 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産有効活用事業及び太

陽光発電事業を含んでおります。

 

当連結会計年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

（単位：百万円）

 

報告セグメント

その他
（注）

合計
住宅資材 木質ボード

計
建材分野 内装分野 住設分野

パーティクル

ボード分野

顧客との契約から
生じる収益

27,457 26,707 7,889 11,595 73,650 33 73,684

その他の収益 － － － － － 90 90

外部顧客への売上高 27,457 26,707 7,889 11,595 73,650 124 73,774

（注） 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産有効活用事業及び太

陽光発電事業を含んでおります。

 

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

「（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項） ４．会計方針に関する事項 (5) 重要な収益及び

費用の計上基準」に記載の内容と同一であります。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配

分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は製品群ごとに担当する事業部を置き、各事業部が中心となり戦略を立案し、事業活動を展開しております。

したがって、当社は製品別のセグメントから構成されており、「住宅資材事業」「木質ボード事業」の２つを報告セ

グメントとしております。

「住宅資材事業」はフローリング、階段セット、室内ドア、造作材、システムキッチン等の製造・販売をしており

ます。「木質ボード事業」は素材パーティクルボード、化粧パーティクルボードの製造・販売をしております。

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」におけ

る記載の方法と概ね同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

セグメント間の内部売上高及び振替高は、同一会社内においては製造原価に、連結会社間においては市場実勢価格

に基づいております。

 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）

      （単位：百万円）

 報告セグメント
その他
（注）１

合計 調整額
連結
財務諸表
計上額 住宅資材 木質ボード 計

売上高        

外部顧客への売上高 60,865 10,211 71,076 126 71,202 － 71,202

セグメント間の内部

売上高又は振替高
1 1,206 1,208 － 1,208 △1,208 －

計 60,866 11,418 72,285 126 72,411 △1,208 71,202

セグメント利益又は損失

（△）
3,919 △2,271 1,647 74 1,722 △2,015 △293

セグメント資産 43,691 29,014 72,706 825 73,531 15,182 88,714

その他の項目        

減価償却費 1,206 1,916 3,123 31 3,154 257 3,412

有形固定資産及び無形

固定資産の増加額
1,599 408 2,007 11 2,019 310 2,329

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産有効活用事業及び太

陽光発電事業であります。

２．セグメント利益又は損失の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．セグメント資産の調整額は、提出会社の余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証

券）及び一般管理部門に係る資産等であります。

４．減価償却費には長期前払費用の償却額等が含まれております。

５．減価償却費の調整額は、主に各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

６．有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に各報告セグメントに配分していない全社資産

の増加額であります。

７．セグメント利益又は損失は連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
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当連結会計年度（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日）

      （単位：百万円）

 報告セグメント
その他
（注）１

合計 調整額
連結
財務諸表
計上額 住宅資材 木質ボード 計

売上高        

外部顧客への売上高 62,055 11,595 73,650 124 73,774 － 73,774

セグメント間の内部

売上高又は振替高
1 1,373 1,375 － 1,375 △1,375 －

計 62,056 12,969 75,026 124 75,150 △1,375 73,774

セグメント利益又は損失

（△）
4,341 △1,624 2,716 70 2,787 △2,067 719

セグメント資産 43,822 23,621 67,443 797 68,240 13,305 81,545

その他の項目        

減価償却費 1,213 1,913 3,127 31 3,158 331 3,489

有形固定資産及び無形

固定資産の増加額
1,700 555 2,256 3 2,260 513 2,773

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産有効活用事業及び太

陽光発電事業であります。

２．セグメント利益又は損失の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．セグメント資産の調整額は、提出会社の余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証

券）及び一般管理部門に係る資産等であります。

４．減価償却費には長期前払費用の償却額等が含まれております。

５．減価償却費の調整額は、主に各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

６．有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に各報告セグメントに配分していない全社資産

の増加額であります。

７．セグメント利益又は損失は連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

【関連情報】

前連結会計年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

 報告セグメントと同一区分のため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1）売上高

本邦以外の外部顧客への売上高は、重要性が乏しいため記載を省略しております。

 

(2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産の金額は、重要性が乏しいため記載を省略しております。
 

 

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：百万円）
 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

住友林業株式会社 12,998 住宅資材、木質ボード

ＳＭＢ建材株式会社 9,992 住宅資材、木質ボード
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当連結会計年度（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

 報告セグメントと同一区分のため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1）売上高

本邦以外の外部顧客への売上高は、重要性が乏しいため記載を省略しております。

 

(2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産の金額は、重要性が乏しいため記載を省略しております。
 

 

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：百万円）
 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

住友林業株式会社 14,233 住宅資材、木質ボード

ＳＭＢ建材株式会社 9,532 住宅資材、木質ボード

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）

     （単位：百万円）

 住宅資材 木質ボード その他 調整額 合計

減損損失 － 28 － － 28

 

当連結会計年度（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日）

     （単位：百万円）

 住宅資材 木質ボード その他 調整額 合計

減損損失 0 5,170 － － 5,171

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

なお、2010年４月１日前に行われた企業結合により発生した負ののれんの償却額及び未償却残高は、以下のと

おりであります。

 

前連結会計年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）

     （単位：百万円）

 住宅資材 木質ボード その他 調整額 合計

当期償却額 10 18 － － 29

当期末残高 6 12 － － 18

 

当連結会計年度（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日）

     （単位：百万円）

 住宅資材 木質ボード その他 調整額 合計

当期償却額 6 12 － － 18

当期末残高 － － － － －
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【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）

該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日）

該当事項はありません。

 

【関連当事者情報】

前連結会計年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

当連結会計年度（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日）

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

（１株当たり情報）

 
前連結会計年度

（自 2024年４月１日
至 2025年３月31日）

当連結会計年度
（自 2025年４月１日
至 2026年３月31日）

１株当たり純資産額 1,001.23円 946.89円

１株当たり当期純損失（△） △0.66円 △64.41円

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については,１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

２．１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

  
前連結会計年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

親会社株主に帰属する当期純損失

（△）
（百万円） △29 △2,846

普通株主に帰属しない金額 （百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属

する当期純損失（△）
（百万円） △29 △2,846

普通株式の期中平均株式数 （株） 44,195,382 44,195,382

 

（重要な後発事象）

（財務上の特約の変更）

「注記事項　（連結貸借対照表関係）　※５　財務制限条項　当連結会計年度（2）」に記載している内容

について、一部の金融機関との間で2026年５月25日付にて変更契約を締結いたしました。変更内容は以下のと

おりであります。

 

　（変更前）

(2）当社の連結子会社であるＥＮボード株式会社の長期借入金（１年以内に返済予定のものを含む）のうち

3,013百万円について、以下の期限の利益喪失に係る財務制限条項が付されております。

①2023年３月期以降、ＥＮボード株式会社の各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純

資産の部の金額と当社及び日本ノボパン工業株式会社からの借入金の合計金額を０円以上に維持するこ

と。

②2026年３月期以降、ＥＮボード株式会社の各年度の決算期における単体の損益計算書の経常損益を２期

連続して損失とならないようにすること。

③2023年９月期以降、日本ノボパン工業株式会社の各年度の決算期における単体の損益計算書の経常損益

を２期連続して損失とならないようにすること。ただし、日本ノボパン工業株式会社からＥＮボード株

式会社への貸付金に対する貸倒引当金繰入額は、当該金額を経常損益に加算して算出するものとする。

当連結会計年度において、上記①の財務制限条項に抵触しておりますが、金融機関より期限の利益喪失に

係る権利行使を行わない旨の同意を得ております。
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　（変更後）

(2-1）当社の連結子会社であるＥＮボード株式会社の長期借入金（１年以内に返済予定のものを含む）のう

ち2,013百万円について、以下の期限の利益喪失に係る財務制限条項が付されております。

①2023年３月期以降、ＥＮボード株式会社の各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純

資産の部の金額と当社及び日本ノボパン工業株式会社からの借入金の合計金額を０円以上に維持するこ

と。但し、2026年３月期以降に計上される「固定資産の減損損失」を上記合計額に加算して算出するも

のとする。

②2026年３月期以降、ＥＮボード株式会社の各年度の決算期における単体の損益計算書の経常損益を２期

連続して損失とならないようにすること。

③2023年９月期以降、日本ノボパン工業株式会社の各年度の決算期における単体の損益計算書の経常損益

を２期連続して損失とならないようにすること。ただし、日本ノボパン工業株式会社からＥＮボード株

式会社への貸付金に対する貸倒引当金繰入額は、当該金額を経常損益に加算して算出するものとする。

 

(2-2）当社の連結子会社であるＥＮボード株式会社の長期借入金（１年以内に返済予定のものを含む）のう

ち1,000百万円について、以下の期限の利益喪失に係る財務制限条項が付されております。

①2023年３月期以降、ＥＮボード株式会社の各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純

資産の部の金額と当社及び日本ノボパン工業株式会社からの借入金の合計金額を０円以上に維持するこ

と。

②2026年３月期以降、ＥＮボード株式会社の各年度の決算期における単体の損益計算書の経常損益を２期

連続して損失とならないようにすること。

③2023年９月期以降、日本ノボパン工業株式会社の各年度の決算期における単体の損益計算書の経常損益

を２期連続して損失とならないようにすること。ただし、日本ノボパン工業株式会社からＥＮボード株

式会社への貸付金に対する貸倒引当金繰入額は、当該金額を経常損益に加算して算出するものとする。

当連結会計年度において、上記①の財務制限条項に抵触しておりますが、金融機関より期限の利益喪失に

係る権利行使を行わない旨の同意を得ております。

 

（当座貸越契約の締結）

当社は2026年４月27日開催の取締役会において、ＥＮボード株式会社への資金支援を目的として、新たに借

入枠を設定することを決議し契約を締結いたしました。

借入先 株式会社りそな銀行

借入枠金額 2,500百万円

借入金利 １ヶ月TIBOR＋1.0%

契約締結日 2026年４月30日

契約期限 2026年９月30日（双方の解約の申し出がない場合は、自動更新とする）

担保の有無 有（当社が保有する土地及び建物の一部）
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 175 175 1.3 －

１年以内に返済予定の長期借入金 1,466 1,816 1.5 －

１年以内に返済予定のリース債務 364 379 3.4 －

長期借入金

（１年以内に返済予定のものを除く。）
19,857 18,775 1.6 2027年～2037年

リース債務

（１年以内に返済予定のものを除く。）
2,655 2,326 3.8 2027年～2037年

合計 24,519 23,474 － －

（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借

対照表に計上しているリース債務を除き計算した加重平均利率を記載しております。

３．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額

は以下のとおりであります。

 
１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

長期借入金 1,816 1,466 3,286 2,306

リース債務 382 394 404 374

 

【資産除去債務明細表】

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(2) 【その他】

当連結会計年度における半期情報等

  中間連結会計期間 当連結会計年度

売上高 （百万円） 35,260 73,774

税金等調整前中間（当期）

純損失（△）
（百万円） △141 △4,624

親会社株主に帰属する中間

（当期）純損失（△）
（百万円） △81 △2,846

１株当たり中間（当期）

純損失（△）
（円） △1.84 △64.41
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２【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(2025年３月31日)
当事業年度

(2026年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,369 2,783

受取手形 45 24

電子記録債権 9,845 9,596

売掛金 ※１ 9,001 ※１ 9,216

有価証券 1,000 －

製品 4,968 5,310

仕掛品 2,484 2,462

原材料及び貯蔵品 4,188 3,906

前払費用 139 134

未収入金 ※１ 1,722 ※１ 1,745

未収還付法人税等 116 －

関係会社短期貸付金 325 975

その他 ※１ 55 ※１ 63

貸倒引当金 △2 △2

関係会社貸倒引当金 － △975

流動資産合計 38,260 35,241

固定資産   

有形固定資産   

建物 4,247 4,383

構築物 391 388

機械及び装置 1,686 1,513

車両運搬具 8 21

工具、器具及び備品 234 533

土地 3,499 3,502

リース資産 2 1

建設仮勘定 147 222

有形固定資産合計 10,217 10,567

無形固定資産   

借地権 15 15

ソフトウエア 636 835

その他 1 1

無形固定資産合計 654 852

投資その他の資産   

投資有価証券 5,021 5,962

関係会社株式 1,025 1,065

出資金 7 7

関係会社出資金 873 873

関係会社長期貸付金 5,410 6,325

従業員に対する長期貸付金 16 13

長期前払費用 26 41

繰延税金資産 75 －

その他 521 508

貸倒引当金 △14 △7

関係会社貸倒引当金 △4,567 △5,590

投資その他の資産合計 8,396 9,199

固定資産合計 19,268 20,620

資産合計 57,529 55,861
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  (単位：百万円)

 
前事業年度

(2025年３月31日)
当事業年度

(2026年３月31日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 ※１ 6,353 ※１ 6,750

電子記録債務 23 137

未払金 ※１ 9,486 ※１ 6,884

未払費用 ※１ 425 ※１ 431

未払法人税等 60 380

未払消費税等 139 274

預り金 44 44

前受金 － 143

賞与引当金 539 494

その他 904 949

流動負債合計 17,976 16,490

固定負債   

退職給付引当金 2,303 2,364

債務保証損失引当金 － 2,225

長期預り保証金 74 74

繰延税金負債 － 271

その他 2 1

固定負債合計 2,379 4,936

負債合計 20,355 21,427

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,285 3,285

資本剰余金   

資本準備金 1,357 1,357

資本剰余金合計 1,357 1,357

利益剰余金   

利益準備金 256 256

その他利益剰余金   

別途積立金 31,400 31,400

繰越利益剰余金 △800 △4,184

利益剰余金合計 30,855 27,472

自己株式 △820 △820

株主資本合計 34,677 31,294

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,495 3,139

評価・換算差額等合計 2,495 3,139

純資産合計 37,173 34,433

負債純資産合計 57,529 55,861
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②【損益計算書】

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(自　2024年４月１日
　至　2025年３月31日)

当事業年度
(自　2025年４月１日
　至　2026年３月31日)

売上高 ※１ 64,659 ※１ 66,757

売上原価 ※１ 49,329 ※１ 51,036

売上総利益 15,329 15,720

販売費及び一般管理費 ※１,※２ 13,863 ※１,※２ 14,089

営業利益 1,465 1,631

営業外収益   

受取利息 ※１ 52 ※１ 88

受取配当金 154 170

雑収入 ※１ 92 ※１ 82

営業外収益合計 299 342

営業外費用   

支払利息 0 0

電子記録債権売却損 9 40

訴訟関連費用 4 20

災害による損失 － 35

雑損失 57 55

営業外費用合計 71 152

経常利益 1,694 1,821

特別利益   

固定資産売却益 5 0

受取保険金 25 －

災害損失引当金戻入額 3 －

特別利益合計 34 0

特別損失   

減損損失 28 24

固定資産除却損 5 5

固定資産撤去費用 27 7

債務保証損失引当金繰入額 － ※３ 2,225

関係会社貸倒引当金繰入額 ※４ 1,390 ※４ 1,998

特別損失合計 1,452 4,260

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 275 △2,438

法人税、住民税及び事業税 199 451

法人税等調整額 198 51

法人税等合計 398 503

当期純損失（△） △122 △2,941
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）

       (単位：百万円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

 

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

 別途積立金
繰越利益
剰余金

当期首残高 3,285 1,357 256 31,400 △236 31,419 △820 35,241

当期変動額         

剰余金の配当     △441 △441  △441

当期純損失（△）     △122 △122  △122

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

        

当期変動額合計 － － － － △564 △564 － △564

当期末残高 3,285 1,357 256 31,400 △800 30,855 △820 34,677

 

   

 
評価・換算
差額等

純資産合計

 
その他有価
証券評価差
額金

当期首残高 2,479 37,721

当期変動額   

剰余金の配当  △441

当期純損失（△）  △122

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

16 16

当期変動額合計 16 △547

当期末残高 2,495 37,173
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当事業年度（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日）

       (単位：百万円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

 

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

 別途積立金
繰越利益
剰余金

当期首残高 3,285 1,357 256 31,400 △800 30,855 △820 34,677

当期変動額         

剰余金の配当     △441 △441  △441

当期純損失（△）     △2,941 △2,941  △2,941

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

        

当期変動額合計 － － － － △3,383 △3,383 － △3,383

当期末残高 3,285 1,357 256 31,400 △4,184 27,472 △820 31,294

 

   

 
評価・換算
差額等

純資産合計

 
その他有価
証券評価差
額金

当期首残高 2,495 37,173

当期変動額   

剰余金の配当  △441

当期純損失（△）  △2,941

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

643 643

当期変動額合計 643 △2,739

当期末残高 3,139 34,433
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 ……………… 償却原価法（定額法）

子会社株式及び関連会社株式 …… 移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの …… 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定）

市場価格のない株式等 ………………… 移動平均法による原価法

(2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

①製品、仕掛品 …… 主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法により算定）

②原材料 …………… 移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）

③貯蔵品 …………… 最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定）

 

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建

物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

(2）無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、ソフトウェア（自社利用）については、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。

(3）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零（残価保証の取決めがある場合は当該残価保証額）とする定額法

を採用しております。

(4）長期前払費用

均等償却しております。

３．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2）関係会社貸倒引当金

関係会社に対する債権の貸倒による損失に備えるため、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上し

ております。

(3）賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末におい

て発生していると認められる額を計上しております。

なお、退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について

は、給付算定式基準によっております。

過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法に

より費用処理しており、数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することと

しております。

(5）債務保証損失引当金

関係会社に対する債務保証に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘案し、損失見込額を計上して

おります。
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４．収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足す

る通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

当社は、住宅資材及び木質ボードの製造・販売を主たる事業としており、顧客との契約に基づいて製品等を引き

渡す履行義務を負っております。

当該履行義務は、製品等を引き渡す一時点において、顧客が製品に対する支配を獲得して充足されると判断し、

引渡時点で収益を認識しております。

製品等の販売は国内の顧客に対するものであり、「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第30号 2024年９月13日）第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品の出荷から当該製品の支配が顧客に

移転されるまでの期間が通常の期間であることから、製品を出荷した時点で収益を認識しております。また、顧客

との契約において約束された対価から値引き及びリベート等を控除しております。

なお、取引の対価は履行義務を充足してから１年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。

 

５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

グループ通算制度の適用

当社は、グループ通算制度を適用しております。

 

（重要な会計上の見積り）

該当事項はありません。

 

（未適用の会計基準等）

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年９月13日　企業会計基準委員会）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年９月13日　企業会計基準委

員会）　等

連結財務諸表「注記事項(未適用の会計基準等）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略してお

ります。

 

（表示方法の変更）

前事業年度まで独立掲記しておりました営業外収益の「有価証券利息」、「受取賃貸料」及び「仕入割引」は

金額的重要性が乏しいため、当事業年度より営業外収益の「雑収入」に含めて表示することといたしました。こ

の表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の損益計算書において、営業外収益の「有価証券利息」５百万円、「受取賃貸料」９百

万円及び「仕入割引」４百万円は、営業外収益の「雑収入」として組み替えております。

 

前事業年度まで営業外費用の「雑損失」に含めていた「電子記録債権売却損」及び「訴訟関連費用」は、営業

外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することといたしました。この表示方法の変

更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の損益計算書において、営業外費用の「雑損失」に表示していた71百万円は、「電子記

録債権売却損」９百万円、「訴訟関連費用」４百万円及び「雑損失」57百万円として組み替えております。

 

（貸借対照表関係）

※１ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）

 
前事業年度

（2025年３月31日）
当事業年度

（2026年３月31日）

短期金銭債権 222百万円 176百万円

短期金銭債務 3,574 3,401
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　２ 保証債務

以下の関係会社の金融機関からの借入及びリース債務等に対し債務保証を行っております。

なお、当事業年度に係る下記の金額は、債務保証額から債務保証損失引当金2,225百万円を控除した金額を記

載しております。

 
前事業年度

（2025年３月31日）
当事業年度

（2026年３月31日）

ＥＮボード株式会社 14,091百万円 10,538百万円

 

（損益計算書関係）

※１ 関係会社との取引高

 
前事業年度

（自 2024年４月１日
至 2025年３月31日）

当事業年度
（自 2025年４月１日
至 2026年３月31日）

営業取引による取引高   

売上高 20百万円 23百万円

営業費用 15,601 16,606

営業取引以外の取引高 49 84

 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前事業年度

（自 2024年４月１日
　　至 2025年３月31日）

当事業年度
（自 2025年４月１日
　　至 2026年３月31日）

荷造運送費 4,146百万円 4,170百万円

給与手当 4,138 4,365

賞与引当金繰入額 350 322

退職給付費用 182 170

減価償却費 430 515

 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度85％、当事業年度85％、一般管理費に属する費用のおおよその

割合は前事業年度15％、当事業年度15％であります。

 

※３ 債務保証損失引当金繰入額

当事業年度（自 2025年４月１日　至 2026年３月31日）

当社の連結子会社であるＥＮボード株式会社への債務保証に対する債務保証損失引当金繰入額を計上してお

ります。

 

※４ 関係会社貸倒引当金繰入額

前事業年度（自 2024年４月１日　至 2025年３月31日）

当社の連結子会社であるＥＮボード株式会社への貸付金にかかる貸倒引当金繰入額を計上しております。

 

当事業年度（自 2025年４月１日　至 2026年３月31日）

当社の連結子会社であるＥＮボード株式会社への貸付金にかかる貸倒引当金繰入額を計上しております。

 

（有価証券関係）

子会社株式及び関連会社株式

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

（単位：百万円）

区分
前事業年度

（2025年３月31日）

当事業年度

（2026年３月31日）

子会社株式

関連会社株式

800

224

840

224
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

（2025年３月31日）

 

 

当事業年度

（2026年３月31日）

繰延税金資産    

関係会社貸倒引当金 1,437百万円 2,066百万円

退職給付引当金 729  744

債務保証損失引当金 －  700

関係会社株式評価損 566  566

賞与引当金 165  155

投資有価証券評価損 122  122

税務上の繰越欠損金 70  0

その他 198  209

繰延税金資産小計 3,290  4,564

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △2,201  △3,526

評価性引当額小計 △2,201  △3,526

繰延税金資産合計 1,088  1,037

繰延税金負債    

その他有価証券評価差額金 1,013  1,308

繰延税金負債合計 1,013  1,308

繰延税金資産の純額（△は負債） 75  △271

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

 

 
前事業年度

（2025年３月31日）

 

 

当事業年度

（2026年３月31日）

法定実効税率 30.6％  税引前当期純損失の

ため注記を省略して

おります。

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 7.0  

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △3.5  

住民税均等割 16.3  

税額控除 △14.6  

評価性引当額の増減 116.7  

税率変更による繰延税金資産の増額修正 △7.8  

その他 △0.4  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 144.3  

 

３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示

に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年８月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれ

らに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

 

（収益認識関係）

収益を理解するための基礎となる情報は「１　連結財務諸表等　(1) 連結財務諸表　注記事項（連結財務諸表

作成のための基本となる重要な事項） ４．会計方針に関する事項 (5) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載

の内容と同一であります。
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（重要な後発事象）

（当座貸越契約の締結）

当社は2026年４月27日開催の取締役会において、ＥＮボード株式会社への資金支援を目的として、新たに借

入枠を設定することを決議し契約を締結いたしました。

なお、詳細につきましては、「１．連結財務諸表等　(1) 連結財務諸表　注記事項　（重要な後発事象）」

に記載のとおりであります。

 

（別途積立金の取り崩し）

当社は、2026年５月25日開催の取締役会において、2026年６月26日開催予定の定時株主総会に別途積立金の

取り崩しについて付議することを決議いたしました。なお、2026年６月26日開催予定の定時株主総会におい

て、承認可決されることを前提としております。

(1)減少する剰余金の項目およびその額　　別途積立金　　　5,000百万円

(2)増加する剰余金の項目およびその額　　繰越利益剰余金　5,000百万円

(3)実施の目的　　繰越利益剰余金の欠損を補填し、今後の経営環境の変化に対応した株主還元、機動的な

資本政策を可能とするため
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④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：百万円）

区分 資産の種類 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期償却額 当期末残高
減価償却
累計額

有形

固定資産

建物 4,247 442 4 303 4,383 9,803

構築物 391 39 0 42 388 1,655

機械及び装置 1,686 410
25

(24)
557 1,513 16,697

車両運搬具 8 23 0 10 21 208

工具、器具及び備品 234 462 0 163 533 2,477

土地 3,499 2 － － 3,502 －

リース資産 2 － － 0 1 0

建設仮勘定 147 1,022 947 － 222 －

計 10,217 2,404
977

(24)
1,077 10,567 30,842

無形

固定資産

借地権 15 － － － 15 －

ソフトウエア 636 412 － 214 835 －

その他 1 － － 0 1 －

計 654 412 － 214 852 －

（注）１．「当期減少額」欄の（ ）は内書きで、減損損失の計上額であります。

２．当期増加の主なものは次のとおりであります。

建設仮勘定

敦賀事業所 432百万円

山口・平生事業所 290

大阪事業所 210

 ３．当期減少の主なものは次のとおりであります。

建設仮勘定

山口・平生事業所 323百万円

敦賀事業所 263

大阪事業所 240

 

【引当金明細表】

（単位：百万円）

科目 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

貸倒引当金 16 － 7 9

関係会社貸倒引当金 4,567 1,998 － 6,565

賞与引当金 539 494 539 494

債務保証損失引当金 － 2,225 － 2,225

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日
９月30日

３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り・売渡し  

取扱場所

（特別口座）

大阪市中央区伏見町三丁目６番３号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 大阪証券代行部

株主名簿管理人

（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所 －

買取・売渡手数料 無料

公告掲載方法

電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子

公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する。

公告掲載URL

https://www.eidai.com/

株主に対する特典 該当事項はありません。

（注）当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、会社法第166条第１項の規定

による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権

利、並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度（第91期）（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）2025年６月26日近畿財務局長に提出

(2）内部統制報告書及びその添付書類

2025年６月26日近畿財務局長に提出

(3）半期報告書及び確認書

（第92期中）（自 2025年４月１日 至 2025年９月30日）2025年11月11日近畿財務局長に提出

(4）有価証券報告書の訂正報告書及び確認書

2025年７月４日近畿財務局長に提出

事業年度（第91期）（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書及びその

添付書類並びに確認書であります。

(5）臨時報告書

2025年５月13日近畿財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号（財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に

著しい影響を与える事象）に基づく臨時報告書であります。

2025年６月27日近畿財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨

時報告書であります。

2026年５月13日近畿財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号（財政状態、経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況に著しい影響を与える事象）に基づく臨時報告書であります。

2026年６月１日近畿財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第21号（連結子会社の財務上の特約の変更）に基づく臨時報告

書であります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 2026年６月25日

永大産業株式会社  

 

 取締役会 御中   

 

有限責任 あずさ監査法人

大阪事務所

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 中 島 久 木

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 弓 削 亜 紀

 

＜連結財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる永大産業株式会社の2025年４月１日から2026年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対

照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸

表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、永大

産業株式会社及び連結子会社の2026年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子

会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎と

なる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

　監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要

であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形

成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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ＥＮボード株式会社の固定資産に係る減損損失計上額の妥当性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

永大産業株式会社（以下、「会社」という。）の当連結

会計年度の連結貸借対照表において、有形固定資産28,541

百万円及び無形固定資産943百万円が計上されている。こ

のうち、注記事項「（重要な会計上の見積り）固定資産の

減損損失」に記載されているとおり、ＥＮボード株式会社

の有形固定資産及び無形固定資産が14,812百万円計上され

ており、連結総資産の18.2％を占めている。また、当該固

定資産に係る減損損失5,147百万円が計上されている。

有形固定資産及び無形固定資産に減損の兆候があると認

められる場合には、資産グループから得られる割引前将来

キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することに

よって、減損損失の認識の要否を判定し、減損損失の認識

が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、帳簿価額の減少額は減損損失として計上する必要が

ある。

ＥＮボード株式会社は、会社が日本ノボパン工業株式会

社との合弁で設立したパーティクルボード製造子会社であ

り、2022年11月より商用生産を開始している。同社は営業

損益が継続してマイナスとなっており、事業計画から著し

く下方に乖離していることから、減損の兆候が認められ

る。このため、会社は減損損失の認識要否の判定を行って

おり、その結果、割引前将来キャッシュ・フローの総額が

固定資産の帳簿価額を下回っていることから、減損損失の

認識が必要と判断し、固定資産の帳簿価額と回収可能価額

との差額を減損損失として計上している。

回収可能価額は、正味売却価額が使用価値を上回るた

め、正味売却価額により測定されている。

正味売却価額の算定に当たっては、会社が選定した外部

の専門家による動産及び不動産の鑑定評価等が用いられて

いるが、評価額の算定に際し、評価手法、前提条件等の選

択には高度な専門知識を必要とし、これらの選択が正味売

却価額の算定に重要な影響を及ぼす。また、減損損失の金

額が連結財務諸表に与える金額的影響は重要である。

以上から、当監査法人は、ＥＮボード株式会社の固定資

産に係る減損損失計上額の妥当性が、当連結会計年度の連

結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な

検討事項に該当すると判断した。

当監査法人は、ＥＮボード株式会社の固定資産に係る減

損損失計上額の妥当性を評価するため、主に以下の監査手

続を実施した。

(1) 内部統制の評価

減損の兆候、減損損失の認識の判定及び測定に関する

内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。

(2) 割引前将来キャッシュ・フローの見積りの検討

固定資産の減損の認識の判定及び使用価値の算定の基

になる割引前将来キャッシュ・フローについて、取締役

会資料の事業計画との整合性を確かめた。また、過年度

の事業計画と実績の乖離要因に関する経営者の見解につ

いてＥＮボード株式会社の経営者へ質問するとともに、

当期の割引前将来キャッシュ・フローの見積りにそれら

が反映されていることを確認した。

(3) 正味売却価額の見積りの合理性の評価

正味売却価額を算定するに当たり経営者が利用した動

産の正味売却価額算定報告書及び不動産鑑定評価書の評

価額の妥当性を評価するため、以下の手続を実施した。

・経営者の利用する外部の専門家の適性、能力及び客観性

を評価した。

・当監査法人が属するネットワーク・ファーム及び監査法

人内の評価専門家を関与させ、経営者が利用した外部の

専門家へ質問を行い、動産の正味売却価額算定報告書及

び不動産鑑定評価書における前提条件や採用した評価手

法及びそれに基づく算定結果の妥当性を検討した。

・動産の正味売却価額算定の主要な仮定である再調達原価

が製造元からの価格情報に基づき算定されたものについ

て、製造元から価格情報を入手するとともに、その算定

根拠についての質問を実施し、回答について外部情報と

の整合性を検討した。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以

外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任

は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記

載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容

と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ

うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する

必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示

がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の

意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立

案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査

証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関

連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論

付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に

注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対し

て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい

ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど

うかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引

や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手

するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関

して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の

重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断

した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁

止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上

回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
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＜内部統制監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、永大産業株式会社の2026年３

月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、永大産業株式会社が2026年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部

統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告

に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制

監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監

査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上

の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ

て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ

る。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。

内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用さ

れる。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統

制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内部

統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監

査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識

別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につ

いて報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

＜報酬関連情報＞

　当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及

び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (３)【監査の状

況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以 上
 
（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

 

 2026年６月25日

永大産業株式会社  

 

 取締役会 御中   

 

有限責任 あずさ監査法人

大阪事務所

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 中 島 久 木

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 弓 削 亜 紀

 

＜財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる永大産業株式会社の2025年４月１日から2026年３月31日までの第92期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、

損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、永大産業

株式会社の2026年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適

正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫

理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立してお

り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な

監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると

判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対

応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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売上高の実在性及び期間帰属の適切性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

永大産業株式会社の当事業年度の損益計算書における売

上高は66,757百万円である。

製品等の売上については、その履行義務の充足により売

上が認識される。永大産業株式会社では、注記事項「（重

要な会計方針）４．収益及び費用の計上基準」に記載され

ているとおり、製品の出荷から当該製品の支配が顧客に移

転されるまでの期間が通常の期間であることから、製品を

出荷した時点で売上を認識している。

主要な事業である住宅資材事業及び木質ボード事業の売

上は新設住宅着工戸数の増減の影響を受けるが、新設住宅

着工戸数は景気や金利動向に左右される。このような環境

下で、永大産業株式会社は外部投資家へ公表されている業

績予想達成のプレッシャーを感じる可能性があることか

ら、意図的に実在しない売上が計上される又は売上の計上

が前倒しされる潜在的なリスクが存在する。

以上から、当監査法人は、売上高の実在性及び期間帰属

の適切性の検討が、当事業年度の財務諸表監査において特

に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断

した。

当監査法人は、売上高の実在性及び期間帰属の適切性を

検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

売上の認識プロセスに関連する内部統制の整備状況及

び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、特

に売上高の実在性と適切な会計期間に計上されているこ

とを、出荷の事実及び顧客の検収が確認できる証憑によ

り確認する仕組みやその実効性の有無に焦点を当てた。

(2) 適切に売上高が計上されているか否かの検討

売上高の実在性及び適切な会計期間に計上されている

か否かを検討するため、期末日前後の取引について、以

下を含む監査手続を実施した。

・営業所別の売上予算又は前年比の達成状況、及び、得

意先別の売上推移の状況等から、売上高の実在性及び

期間帰属の適切性が損なわれるリスクが高いと判断さ

れる営業所及び得意先を選定し、当該営業所及び得意

先向けで期末日付近に計上された売上から抽出した取

引について、売上計上根拠資料との整合性を確かめ

た。

・期末日後の売上取消取引を通査し、重要な売上取消の

有無を確かめた。

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以

外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任

は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内

容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財

務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要

な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ

る場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影

響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立

案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査

証拠を入手する。

・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施

に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関

連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継

続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け

る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚

起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見

を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の

事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか

とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を

適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の

重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項

を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されて

いる場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合

理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

＜報酬関連情報＞

　報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
 
（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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